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国立国会図書館電子図書館推進会議報告書の提

出について

（平成 10年 2月 23日）

国立国会図書館電子図書館推進委員会
　　委員長　嶋田　邦彦　殿

国立国会図書館電子図書館　
推進会議座長　原田　勝

　標記について、国立国会図書館電子図書館

推進会議は、国立国会図書館が実現すべき電

子図書館のあり方について、平成 9年 6月 23

日の第 1回会議以来、鋭意審議を重ねてきま

したが、この度、別紙のとおり審議結果を取

りまとめましたのでご報告します。

本報告書の提出について

　報告書で述べましたように、今日はあらゆ

る形態の情報の生産、流通、蓄積、処理のす

べてのプロセスがアナログからディジタルに

移行するディジタル革命の最中にあります。国

立国会図書館はこれまで我が国の国立図書館

として、さまざまな資料を収集、蓄積し、国

会に対し、行政・司法各部門に対し、また国

民に対し、優れた図書館サービスを提供して

きました。

　昨今、急速に進展するディジタル革命によっ

て、図書館の果たすべき役割、求められるサー

ビスが大きく変貌しつつあります。とりわけ

インターネットの普及によって、だれでもが

容易に多様な情報にアクセスできる環境が整

いつつあります。電子図書館はこの新しい情

報環境の中で、利用者がどこにいても、いつ

でも、だれでも、容易に図書館のもつ豊富な

情報にアクセスできる仕組みであり、これか

ら迎えるべき 21世紀において新しい情報基盤

として期待されているものです。

　国立国会図書館が実現すべき電子図書館に

ついて、国立国会図書館がこれまで果たして

きた役割を、21世紀においても適切に果たす

ためには、何が可能であり、それによって何

がもたらされ、またどのように実現するのか、

などの観点を含めて審議してきた結果を取り

まとめたのが本報告書です。

　本報告書の策定に当たりましては、さまざ

まな分野の専門家―作家・文化人、学識経験

者、著作権に関する専門家、図書館界、出版

界、情報サービス、情報システムの第一線で

活躍されている方々―が、それぞれの立場か

ら大変熱心に検討、審議してきました。

　国立国会図書館が構築する電子図書館は、今

後、社会的に大変意義のある、また大きな事

業となるものであり、そのために、関係する

ところも多岐にわたり、調整すべき多くの課

題があることが考えられます。制度的課題は

国立国会図書館だけで解決できるものではな

く、また技術的課題についてもまだまだ発展

途上の面があります。また、当然のことなが

ら、財政的裏付けも欠くことのできない要件

であろうと考えます。しかしながら、現時点

においても、初期的段階のものとは言え、電

子図書館を可能ならしめる基盤は、既におお

むね整えられてきており、少なくとも技術的

基盤については、急速に改善されつつありま

す。

　本報告書においては、国立国会図書館がめ

ざすべき電子図書館のあり方について全般に

わたって提言してきましたが、報告書に盛り

込んだすべての機能と役割を一度に実現する

ことは困難な面があることも、また推測され

るところであります。国立国会図書館におか

れましては、今後実現可能なものから、逐次、

段階的に、また確実に電子図書館の実施に移

してゆかれることを希望いたします。また、並

行して、関係各方面との調整その他の問題の

解決について、国立国会図書館が積極的かつ

主体的に取り組みを進め、この提言に盛られ
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た内容ができるだけ早期に実現されるよう期

待しております。

委員及びオブザーバ

　本報告書に関わった国立国会図書館電子図

書館推進会議の委員及びオブザーバは下記の

とおりです。（敬称略）

〈委員〉

稲垣　謙三 情報処理振興事業協会（IPA）技

術応用事業部長

大山　敬三 学術情報センター（NACSIS）助

教授

小室　信三▲ 科学技術振興事業団（JST）文献

情報部長

杉本　重雄　図書館情報大学図書館情報学部

助教授

筒井　　誠▲ 日本電子出版協会（JEPA）理

事・著作権委員長／株式会社サ

イビズ取締役

長谷川秀記 日本電子出版協会会長／株式会

社自由國民社取締役会長

原田　　勝▲〈座長〉図書館情報大学図書館情

報学部教授

松岡　正剛　編集工学研究所所長／東京大学

客員教授

松本　侑子▲　作家

山崎　久道　宮城大学事業構想学部教授

吉田　大輔▲〈作業部会主査〉横浜国立大学大

学院国際経済法学研究科助教授

〈オブザーバ〉

酒川　玲子▲ 日本図書館協会事務局長

古寺　重実 新 世 代 通 信 網 実 験 協 議 会

（BBCC）マーケティング部長

石本　　惠 日 本 情 報 処 理 開 発 協 会

（JIPDEC）技術企画部次長

中川　　透 NTTデータ通信株式会社公共営

業本部プロジェクト技術部長

市山　俊治　日本電気株式会社関西C＆C研

究所研究課長

福嶋　愼一 株式会社日立製作所大型プロ

ジェクト推進部長

吉田　哲三 富士通株式会社電子図書館プロ

ジェクト部長

注）

作業部会は「電子図書館を推進するための

制度面に関する作業部会」

▲は作業部会所属

電子図書館推進会議審議経過

（省略）
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（別紙）

国立国会図書館電子図書館推進会議報告書

知識・情報・文化の新しい基盤の構築をめざして

－自由で創造的な情報社会のために－

目次

（省略）

国立国会図書館電子図書館推進会議報告書

（概要）

1. 高度情報社会における図書館の新たな役割

　電子図書館は図書館が通信ネットワークを

介して行う一次情報、二次情報の電子的提供

とそのための基盤である。今日、情報通信技

術の進歩によって、さまざまな情報が電子的

に生産され、またそれらをネットワークを介

して家庭や職場から利用できるようになって

きた。図書館は、歴史的にもさまざまな媒体

に記録された人間の精神的な営みを、収集、組

織化、保存し、求める人に対して提供してき

た。利用対象や設置者によって、さまざまな

種別の図書館が存在するが、図書館の目的は

利用者に資料等を提供することにある。なか

でも我が国の中央図書館である国立国会図書

館は、国内の出版物の網羅的収集、全国書誌

の整備、国民全体への図書館サービスの提供

などの役割をになっている。我が国を代表す

る国立図書館として、新しい情報通信環境の

もとにおいて、新しい役割を果たすことが求

められている。

　今日あらゆる形態の情報の生産、流通、蓄

積、処理のすべてのプロセスがアナログから

ディジタルに移行するディジタル革命の最中

にある。ディジタルの情報は加工、複製、伝

送、蓄積、表示の形態がアナログとは異なる。

これまで表現しえなかった新たな可能性を開

くものであると同時に、著作権においては新

たな問題を発生させている。図書館において

は、コンピュータを図書館業務の効率化の目

的で使用してきたが、新たなディジタル技術

を利用することで図書館はこれまでと比較し

てはるかに便利なものとなる。電子図書館は

新しい情報技術を使った図書館サービスの拡

張であり、電子図書館によって、情報格差の

是正、膨大な情報の入手が可能となる。電子

図書館は巨大な情報空間の案内役であり、キー

ワードは「どこでも、いつでも、だれでも」、

情報にアクセスできることである。また、公

共的な電子図書館の成立は情報のアクセスに

おいて、中立性と公平性を実現するものであ

り、ディジタルの時代において、これまでの

印刷物中心の時代と同様に、あるいはそれ以

上に、文化を保存し、継承する社会的な機関

としての役割を果たすものである。

　20世紀後半から急速に発展した情報処理技

術、ネットワーク技術はやっと情報、知識、文

化の技術基盤を形成できるところまで進んで

きた。21世紀はこれらの技術基盤の上に本来

の「高度情報社会」、つまり、文化、芸術、知

識、学問、情報の基盤が形成される時代であ

る。電子図書館は、21世紀に向けた新たな知

識・情報の基盤として構築されることになる。

2. 国立国会図書館の実施する電子図書館へ

の提言

　国立国会図書館は、「真理がわれらを自由に

するという確信に立って、憲法の誓約する日

本の民主化と世界平和に寄与することを使命

とする」という国立国会図書館法前文に掲げ

られた高い使命を担うため、昭和 23年に設立

された。国立図書館であるが、国権の最高機

関である国会に設置され、国会議員の職務の

遂行に資するとともに、行政及び司法の各部

門に対し、さらに日本国民に対して図書館奉

仕を行っている。

　図書館活動を行うに当たって基盤となる図
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書館資料については、政府刊行物は公用及び

国際的な資料の交換のために、また民間出版

物については「文化財の蓄積及びその利用に

資するため」に発行者はかならず最良版の完

全なものを国立国会図書館に納めるという、納

本制度によって網羅的に収集してきた。これ

らの出版物は文化財として未来に伝えるとと

もに、国民に最大限提供することになってい

る。図書館は歴史的にさまざまな記録媒体に

記された資料を収集し提供してきた。印刷物

もその一つである。現在アナログ形態の出版

物のみならず、ディジタル形態のさまざまな

情報が生産され、流通している。これらのディ

ジタル形態の出版物についても保存と利用を

図ることが必要である。物理的な「本」の形

態ではやむをえなかったであろう「ラスト・リ

ゾート」（最後の拠り所）としての国立国会図

書館の役割が、電子図書館を備えることによっ

て、「ファースト・リゾート」（最初の拠り所）

としての役割を兼ねることも期待できる。ま

た、国立国会図書館が実現する電子図書館は

情報の公開や広汎な情報へのアクセスの提供

によって、民主主義と国民の思想の自由に貢

献できる。

　国立国会図書館では、21世紀の情報資源の

蓄積拠点として、21世紀初頭に関西館の開館

を予定している。関西館は同時に情報発信の

拠点、国際社会に開かれた図書館サービスの

拠点、図書館協力の拠点としての役割も果た

すことになるとしている。また、国立国会図

書館は国際子ども図書館のほぼ同時期の開館

もめざしている。電子図書館はこれら関西館、

国際子ども図書館の重要な柱として、東京本

館と一体となって機能するように構築すべき

である。

　国立国会図書館が実現する電子図書館は、国

民に開かれたアクセスの機構であり、地域格

差の是正、国民の文化遺産の保存と継承にお

いて重要な役割を果たすことが望ましい。現

在急速に発展しつつあるインターネット情報

においても、インターネットを介して電子図

書館サービスを提供することによって、イン

ターネット情報を適切に案内できるようにな

るばかりか、インターネットに「文化と伝統」

の厚みをもたらすものになる。電子図書館サー

ビスによって、学術研究者に対しては研究の

効率と生産性の向上への支援、産業社会にお

いては産業の活性化と新しい創造性をもたら

すことが期待できる。なお、電子図書館の実

現においては、ハンディキャップを持つ人へ

の配慮が必要である。

　図書館はこれまでにもさまざまな人々や機

関と協力を行ってきているが、電子図書館に

おいてはこれまで以上に協力活動が重要にな

る。内外の図書館、各種専門情報機関、教育

研究機関、社会教育関連機関、情報の生産、発

信、提供に係わるさまざまな情報関連機関や

個人が、電子図書館にとって協力者になる。国

立国会図書館が推進する電子図書館は、これ

ら各種の機関や人々と協力し、総体としての

国民の知的ニーズに応えることができるよう、

連携、調整を図ることが重要である。

3. 電子図書館の「蔵書」 －文化の保存と

提供

　国立国会図書館は我が国の出版物を網羅的

に収集し、保存する役割を担う図書館である。

従来の印刷物に加え、マルチメディア情報も

取り扱い、電子情報のアーカイブとして保存

と提供を図る必要がある。

　国立国会図書館が提供する電子図書館の「蔵

書」は、電子出版物、印刷出版物の電子化資

料、外部機関の提供する電子情報への案内が

考えられる。これらは資料を検索するための

資料に関する情報（二次情報）と資料そのも

のの提供と案内に分けられる。なかでも重要

なものは資料そのものの提供と案内である。国
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立国会図書館が収集する電子出版物、印刷物

等を電子化して蓄積する電子的なアーカイブ、

外部機関へのナビゲーション、インターネッ

ト情報資源等が提供可能な蔵書として想定で

きる。また、出版者の仮想店舗である電子図

書館レンタル・スペースのようなサービスも

考えられる。提供に当たっては中立性、公平

的に配慮するとともに、資料保存、利用ニー

ズの観点を重視し、また学術的・文化的価値

の高いものを優先すべきである。基本的には

できるだけ広く電子化し提供することが必要

であるが、予算、他機関との協力、制度面で

の整備の状況等を勘案する必要がある。また、

利用者が電子図書館を利用するに当たって、的

確に必要な情報にアクセスできるよう、使い

やすいナビゲーション機能を準備することも

大事である。また、国立国会図書館以外の機

関が提供するさまざまな情報源についても、国

立国会図書館の情報源と同様に利用可能とす

るよう、外部機関への適切なリンクとナビゲー

ションを行うことは大変有用である。

さらに、電子図書館においては、利用者に

とって興味のある分野について適切に情報を

編集し、魅力のあるコレクションを形成する

ことも望まれる。例えば、世界に対して日本

を紹介する“Japanese Memory”の構築や、

主題書誌などをテーマに沿って利用できるよ

うにするということも考慮すべきであろう。

4. 電子図書館を実現するための制度

　電子図書館が提供する知識や情報の多くは

著作権の存在する著作物である。これら著作

物については、「文化的所産の公正な利用に留

意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もっ

て文化の発展に寄与」することを目的として

著作権法が定められている。現行著作権法（以

下、「法」と言う。）では著作者に広範な権利

が与えられているが、文化の発展という究極

の目的に照らして、著作物の公正で円滑な利

用を図るため著作権が制限される場合につい

ても同時に定めている。図書館等については、

法 31条で利用者の調査研究、図書館等の資料

保存のため必要がある場合については、著作

物の許諾を得ずに著作物を複製できることと

している。電子図書館は図書館が収集もしく

は電子的に変換した資料をデータベースとし

て保持し、ネットワークで提供するものであ

るが、現行法においては、複製権（21条）、公

衆送信権等（23条）等が関係する。また、電

子形態の複製をすべて法 31条で対応させるこ

とは困難である。電子図書館の推進に伴って、

資料の電子化（データベース化）、図書館内に

おける利用者サービス、ネットワークを通じ

て行うサービス等で著作権法上の問題が生じ

うる。

　図書館は社会的コミュニケーションにおけ

る知識と情報の蓄積と再利用を保証するプロ

セスである。電子形態の知識・情報も印刷物

同様に人間の思想や感情を表現した文化的所

産であり、電子的情報流通時代には、電子情

報についても印刷物同様に整備し、アクセス

を保証することが必要である。また図書館が

果たす国民への平等なアクセス機会の提供は、

文化と民主主義の発展にも貢献するものであ

る。そのような観点から、電子情報について

の権利者の権利と公正な利用について、広い

社会的合意が形成されるべきである。

　電子図書館における著作者の権利保護と利

用における適切なバランスを検討するに当たっ

て、複製物とオリジナルとの同一性や複製、送

信または編集・加工の容易性等のディジタル

情報の特性を考慮する必要がある。国際的に

は、電子図書館をめぐって国際図書館連盟と

国際出版連合がそれぞれ見解を表明している

が、電子著作物に関して著作者の権利、図書

館の役割と公共性について両者の見解は隔たっ

ている。
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　電子図書館はこれまで法が想定してきた著

作物の利用とは別の、新しい環境下での利用

形式であり、従来にない視点からの取組み、

ルール作りが求められる。電子図書館は膨大

な文献を多数の利用者に迅速に提供するもの

であるが、複製及びネットワークを介した提

供に当たっての許諾事務の膨大さ、また図書

館の公共的な側面等を考慮し、電子図書館の

推進に当たって、著作者、出版者、図書館界、

利用者等関係者による適切なルール作りの場

の設定が必要である。

ルール作りのための論点として、所蔵資料

の電子化に当たっては所蔵資料の属性、提供

方法の差違、提供範囲の差違、対価の徴収、権

利処理の方法等を挙げることができる。電子

図書館を推進する立場からこれらの論点を整

理する。

　所蔵資料の属性については、著作権のない

著作物、政府刊行物については提供を可能と

し、民間出版物については市場原理に留意し、

絶版その他市場で入手困難な資料について、電

子図書館でアクセス可能となるように関係機

関と協議する。また、市販出版物については

案内を行うにとどめる。提供方法の差違につ

いては、図書館での閲覧、プリントアウト、ダ

ウンロード、ナビゲーションについて論点の

整理を行い、著作者の利益に大きな影響を与

える可能性が高い提供方法については、契約

に基づき実施する。提供範囲の差違について

は、国立国会図書館館内での利用、館外での

利用、国立国会図書館構成施設間での利用、国

立国会図書館と公共図書館等との間の利用に

ついて論点の整理を行い、国立国会図書館館

内での利用、国立国会図書館構成施設間での

利用、国立国会図書館と公共図書館等との間

の利用については国立国会図書館が電子化し

た資料を利用可能とするが、市販著作物の館

外からの利用については、提供の申し出があ

るか、契約に基づかない限り行わないか、ナ

ビゲーションにとどめる。また、対価の徴収

に関しては資料の電子化については利用者か

らの対価の徴収は行わず、閲覧・複写につい

ては印刷物と同様の扱い、市販出版物のダウ

ンロード、ネットワーク利用については適正

な対価の徴収、さらに対価徴収に当たっての

関係法令との調整が必要である。また、権利

処理の方法については団体への権利の集中化

による許諾システムの可能性と権利処理の共

同化の方法が挙げられる。

　電子図書館はこれまでの法体系で想定して

こなかった新しい機構であり、また高度情報

社会、ネットワーク社会における情報・知識

基盤としての重要性から、国立国会図書館は

図書館界全体を視野に入れ、新たなルールづ

くりのために関係機関と協議する場を設定す

ることが望ましい。

5. 電子図書館システムの技術的課題

　電子図書館は豊富な情報資源に対し、誰で

もが容易にアクセスできるものである必要が

ある。そのために、利用者にとって使いやす

いという観点が必要である。まず、豊富な情

報源に対してアクセスする際の情報源の網羅

性と信頼性、検索に当たっての透過性が求め

られる。さらに、利用者の要求を的確に把握

した上で求める情報へ適切に導くナビゲーショ

ン、利用者にとって使いやすい利用者インタ

フェースも必要である。端末の操作、閲覧表

示、さらに利用するコンテンツに依存した閲

覧ツールの準備も課題となる。さらに、利用

者にとっては、電子図書館を自分の書斎とし

て利用する個人の環境構築機能があると便利

である。

　電子図書館で最も重要な点は求める文献を

適切に探し出すことであり、効果的な情報検

索機能は不可欠である。現行の検索システム

は検索ノイズが多いか、または検索洩れが発
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生しやすいため、膨大な情報空間の中から適

切に求める情報に到達する、効果的な情報検

索システムを準備する必要がある。さらに、利

用者が求める情報を適切に選択できるように

支援するため、文書の構造や利用動向を把握

した上での情報の組織化も大切である。今後

の高度な検索方式としては、利用者適応型検

索、マルチメディア検索、意味検索、概念検

索、分散協調エージェント検索等の検索方法

についても検討する必要がある。

　電子図書館のコンテンツの権利保護をどの

ように実現するかという問題も電子図書館に

とって重要な技術課題である。電子コンテン

ツのネットワーク流通を可能とするためのセ

キュリティの確保や不正コピーの防止などの

著作権管理や著作権保護について十分に検討

する必要がある。現在、著作権保護について

は、電子透かし技術や電子署名技術が開発さ

れてきており、これらの技術を活用すること、

また利用者端末での不正コピーの防止や利用

度に応じた課金を可能とする超流通技術など、

現在電子商取引の分野で開発されているいく

つかの技術を活用することも有効であろう。

　また、国の中央図書館としての国立国会図

書館が実施する電子図書館は電子情報の永久

的な保存について十分な配慮を行う必要があ

る。また、他の図書館や情報機関と安定的な

相互運用を可能とする標準化や相互運用性の

確保も重要な課題である。将来に向けて安定

的運用を可能とする拡張性のあるアーキテク

チャ上でのシステムの構築、コンテンツの長

期保存、外部機関との情報の共有や相互運用

に役立つメタデータの作成についても、電子

図書館の技術的課題として重要である。

　報告書では歴史的な流れの中で図書館が担っ

てきた社会的・文化的役割を概観し、ディジ

タル社会において電子図書館が果たすべき役

割と、それを実現するために必要な制度的、技

術的課題を検討したが、国の中央図書館とし

て国立国会図書館が実現すべき電子図書館は、

我が国の情報基盤の核として位置づけられる

ものであり、これからの情報社会の発展に向

けた新しい情報基盤となることを強く期待す

る。

1. 高度情報社会における図書館の新たな役割

　情報通信技術の進歩によって、情報流通の

手段が大きく変わりつつある。

コンピュータの性能の向上、マルチメディ

ア技術の進展、コンピュータ間の情報交換方

式の多様化、高速ネットワークの整備などに

より、家庭や職場ばかりでなく、外出中でさ

えも、さまざまな情報を入手できるようになっ

た。今のところ、良質の音情報や、高解像度

の動画の伝送などには十分とは言えないが、数

年後には家庭にまで高速通信網が引かれ、携

帯端末が普及するようになる見通しが高い。そ

のようになれば、あらゆる形態の情報がどこ

にいてもコンピュータと通信ネットワークを

介して手に入るようになる。これによって、情

報の生産、流通、利用の世界は大きく変わる

ことになる。

　この技術進歩の結果が、将来、情報流通の

世界にどのような変化をもたらすのかを見通

すことは難しい。専門家にとってさえ、数年

先に出現する技術を予測することが困難な状

況にあるのに加えて、一つの要素技術の出現

が、どのようなアプリケーションを可能にす

るかを予測することも困難なことが多いから

である。

　しかしながら、情報通信技術の革新は、研

究、教育、調査、教養などのための情報の入

手ばかりでなく、生活、労働、健康など、あ

らゆる局面で必要になる情報の生産と提供の

方法を変えていくことは確かである。そして、

この革新が、最も大きな影響を与えるのは、情
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報の提供そのものに関わる多くの機関、組織、

企業であろう。図書館もその一つである。

　本報告書では今後訪れる高度情報社会にお

いて図書館、ことに国立国会図書館が果たす

べき課題と役割について展望する。第 1章に

おいては、図書館が以前から果たしてきた役

割を概観し、新しい技術を前提として、これ

からの社会で図書館が果たすべき役割を検討

する。最後に電子図書館についてその特徴を

述べる。

1.1. 図書館の機能と役割

1.1.1. 歴史の中の図書館

　図書館は、数千年の昔から、各種の目的の

ために、資料を収集し、保管し、利用ができ

るようにしてきた。時代や地域によって、そ

の書写材料は粘土板、パピルス、木簡、竹簡、

羊皮紙、紙、…などの違いがあるが、その内

容は立法・行政文書、文芸、哲学、科学、…

などあらゆる分野にわたっていた。

　古代の図書館でその全貌が知られているも

のはないが、ニネヴェ、アレクサンドリア、ケ

ルススなど、その活動の一部が記録として残

されている図書館はある。アレクサンドリア

図書館はそのなかでも最大規模のもので、数

十万巻の蔵書を有していた。

　古代の図書館は、大量の蔵書を保有すると

ともに、多数の学者を擁し、その蔵書に関す

る研究あるいは蔵書を基にした研究を行う場

でもあったことが知られている。つまり、学

者工場とでも呼ぶことのできる場所であった。

　中世には、多くの僧院が図書室をもってい

た。その蔵書は書写僧によって書写された写

本が中心であった。蔵書は鎖つきで読書机に

固定されてはいたが、近代図書館へとつなが

る図書館の原型の一つを、ここに求めること

もできる。

　12世紀に入り、大学が現れると、ここにも

図書館が設けられるようになった。初期の大

学図書館は小規模であったが、次第に教育・研

究に必要な蔵書を充実させ、現在では、貴重

な情報資源の集積所として無視できないもの

となっている。また、大学図書館が国立図書

館を兼ねている国もある。

　グーテンベルクによると言われる活版印刷

術の発明後、多くの印刷図書が流通するよう

になる。図書の発行部数が増加しただけでな

く、当時は 1冊の本を多数の人々の前で読み

上げたことも考えると、知識・情報の普及の

速度はそれによって急速に高まったと考えら

れる。現在の紙に印刷された図書の生産はこ

こから始まり、図書館の蔵書も以後急速に増

加していくことになる。

ヨーロッパの近世における国王の権力の増

大とともに、王立図書館が現れ、いくつかの

国々では、王立図書館を基礎として国立図書

館が生まれた。

　19世紀中頃、イギリス、アメリカに、相次

いで近代的な公共図書館と呼べるものが現れ

た。そこで強調されたのは、民主主義の担い

手である国民が、自らを教育する場としての

図書館であり、公開された情報を入手する場

としての図書館であった。

　同じく 19世紀には、初等教育制度の確立と

ともに、小学校にも図書館・室がつくられは

じめ、中等教育の普及とともに、さらに中等

教育機関へと広がっていく。学校図書館は、本

への興味をもたせ、読書の習慣を養うととも

に、学習を支援するという役割を担ってきた。

　また、専門的知識への要求の高まりととも

に、一般的な資料ではなく、特定の分野や対

象に関する資料を重点的に収集し提供する図

書館も現れた。これらの図書館は、公共図書

館の 1部門として設けられ、あるいは企業や

研究機関に付設された。これは専門図書館と

呼ばれている。

　東洋においては、19世紀に至るまで近代的
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な図書館は成立しなかった。しかし、世界最

古の印刷物の一つとされる「百万塔陀羅尼経」

を有する日本においては、8世紀にはすでに図

書寮（ずしょりょう）と言う官府の経籍、図

書等を司る役所があり、また大きな寺院には

文庫が設けられていた。奈良時代の末期には、

すでに芸亭（うんてい）と言う公開の書院も

現われている。3000年前にすでに甲骨文字を

有していた中国においても、歴代王朝は図書

の収集に熱心であり、多くの文献目録や解題

書誌を編纂している。これら東洋の図書館は

王侯、貴族や上級の僧侶が主として利用する

施設であったとは言え、時代の文化にとって、

また文化の歴史的な継承にとってかけがえの

ない役割を果たしてきたことは指摘できるで

あろう。

1.1.2. 社会における図書館の役割

　図書館は、設置者や付設されている機関、利

用対象などによって、国立図書館、公共図書

館、大学図書館、専門図書館、学校図書館、児

童図書館、盲人図書館などに分けられている。

　これらは、ある機関の活動を支援するため

に置かれている図書館と、地域の住民の情報

要求を充足するための図書館とに大きく分け

られる。

　大学図書館、専門図書館、学校図書館など

では、機関の活動が明確に定められ、利用者

の範囲が限定されているので、方法は多様で

はあっても、そのサービス内容を確定するこ

とは、比較的容易である。例えば、大学図書

館であれば、教育、研究、大学経営に関する

活動を、情報という観点から支援するための

サービスがその中心となる。

しかし、児童図書館、盲人図書館などを含

む公共図書館は、その利用者を、地域住民と

その地域で働く人たちに限ることが多いといっ

ても、その要求をすべて知ることは簡単では

ない。我が国の公共図書館に関する法律であ

る図書館法では、図書館を「図書、記録その

他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一

般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レ

クリエーション等に資することを目的とする

施設」（第 2条）と定義している。しかし、ア

メリカの公共図書館のアウトリーチ計画（図

書館を利用したことのない人々や、利用が困

難な人々の要求に応えるための、図書館の公

共サービス計画）はこれよりもはるかに広い

サービスを行っている。各国の公共図書館は、

これまでさまざまな活動を試みてきたし、現

在もまだその可能性を模索中であると言って

よい。

1.1.3. 国立図書館の役割

　国立図書館は、国内出版物の網羅的収集、他

の国々の主要な出版物の収集、全国書誌の整

備、外国との全国書誌の交換、図書館員の研

修など、国民全体への図書館サービスの機関

であるとともに、他の図書館で充足できない

サービスを補完する役割を果たしている。

一国の図書館界全体の中に占める国立図書

館の歴史的沿革と法的な位置は国によってさ

まざまである。絶対王政の時代の王立図書館

が近代に国立図書館に衣更えをしたもの、大

学図書館が国立図書館を兼ねているもの、国

立図書館が公共図書館の機能を兼ねているも

の等がある。二つの国立図書館、つまり国立

国会図書館と米国議会図書館は議会に設置さ

れ、議会に対して責任を負うこととなってい

るが、一般には文部省、文化省、科学省、内

務省等の国の行政機構に置かれている。

　国立国会図書館は、その支部図書館も含め

て、我が国で唯一の国立図書館であり、国会

へのサービスとともに、国民へのサービスを

行う機関である。国立国会図書館の役割と使

命については、第 2章で述べるが、国会の図

書館であると同時に我が国の国立中央図書館

として、国会、行政・司法機関、国民、図書
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館界に対してさまざまな奉仕と協力活動を行っ

ている。

　多くの国々の国立図書館は、現在、その与

えられた役割をこれまで以上に十分に果たす

ことを目指して、新しい情報通信技術の活用

方法を模索し、将来における図書館サービス

のあり方を模索している。新しい技術は、情

報の地域格差を是正するとともに、従来の方

法では達成できなかった迅速な情報提供を可

能にする。

1.2. 高度情報社会における図書館の新たな

役割

1.2.1. ディジタル情報とマルチメディアの特性

1.2.1.1. ディジタル情報の特性

　ディジタル革命とは、あらゆる形態の情報

の内容（コンテンツ）の生産、蓄積、伝送、処

理のすべてがアナログからディジタルに移行

することを言う。これによって、コンピュー

タと通信ばかりでなく、コンピュータと家電

との融合も進み、さらには情報産業の融合へ

と進んでいくと予測されている。

　このように、近い将来は、世の中で流通す

る情報の多くが、これまで以上にディジタル

化されることになるが、ディジタル情報は、次

のように、アナログ情報とは異なる特性をもっ

ている。

(1) 劣化なしに複製・伝送ができる。

(2) データの一部または全部の再利用が簡単

にできる。

(3) 情報の単位が図書のように確定していな

い。

(4) 多様な媒体に記録・蓄積ができる。

(5) 多様な方法で表示できる。

　これらの特性は、特に著作権や課金などの

問題において新たな課題をもたらすものであ

る。

　もちろん、ディジタル情報といっても、そ

の記録方法は一様ではない。例えば、従来の

図書を電子図書館の蔵書とする場合でも、画

像データとして記録する方法、画像データか

らOCRにより文字コード化（画像データとと

もに記録することが多い）する方法、文字コー

ドとして記録する方法などがある。これらの

違いは、電子化コスト、記憶容量、伝送時間、

検索性能などに影響を与える。

1.2.1.2. マルチメディアの特性

　人間は、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚な

どの感覚をもち、感覚器官を通して外界の状

態や変化などを知覚する。太古以来、人間は、

これらの器官を利用して、対象の識別、危険

の察知、身ぶりや手ぶりによるコミュニケー

ションの実行、その他あらゆる活動を行って

きた。

　人間の思想や活動を記録するメディアとし

て現れた図書は、文字や図などを記録できる

だけであった。もちろん、これによって、人

間の思想や感情の表現を、時間・空間を超え

て伝達できるようになった意義は大きい。し

かし、図書は、自然や人間の発する情報の記

録手段としては、限られたものでしかない。

　19世紀になると、写真、蓄音機、映画が現

れ、記録できる情報の範囲は、静止画、音、動

画にまで拡大された。情報の伝送の面におい

ても、電信、電話、ラジオ・テレビ放送など

が、前世紀から今世紀にかけて実現した。ま

た印刷技術の進歩により、図書の記録性も向

上した。

コンピュータは、20世紀の中頃に現れた。

これによる情報処理も、初期の計算を主とす

る利用から、文字、音、静止画、動画等の処

理への利用へと進んできた。さらに、この発

展として仮想現実を加えることもできる。マ

ルチメディアとは、これら多様なタイプの情

報を、統合的に利用できるコミュニケーショ

ンの一形態と考えることができる。

文字、音、映像情報の伝達という点からの
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み見ると、現行のテレビジョンもマルチメディ

アと考えられないこともない。しかし、ここ

でいうマルチメディアとは、ディジタル性、対

話性、異なる情報の同時利用などの点で、テ

レビジョンなどの放送とは異なるものである。

マルチメディアの実用化に伴い、我々は、

個々のメディアでは限られていた現実世界の

より忠実な記録を保存し、伝達できるように

なる。これは、多様な情報の記録や伝送を容

易にするとともに、従来のメディアを大きく

変化させる可能性ももっている。例えば、こ

れまでは実験やシミュレーションを行っても、

限られた数枚の写真しか掲載することのでき

なかった学術論文の中に、詳細な映像を含め

ることもできるようになる。

　しかし、マルチメディアの出現は、電子図

書館の実現に当たっても、考慮すべきいくつ

かの新しい問題を提起している。すなわち、マ

ルチメディアは、前項で述べた特性に加え、文

字、音、静止画、動画など、異なるタイプの

データの多様な組み合わせが可能であること、

著作者の権利が錯綜すること、結合著作と共

同著作の境界があいまいになることなどから、

著作権処理などの点で、従来のメディアと比

べると、困難な問題をもたらす可能性がある。

　電子図書館の実現に当たっては、これらの

問題にも注意が払われなければならない。

1.2.2. 高度情報社会における図書館の可能性

　これまで図書館は、受入れ、貸出し、整理

などの業務にコンピュータを導入し、それら

の業務の効率化を図ってきた。現在、目録デー

タベースへの遠隔アクセス、電子メール等の

利用による貸出し依頼などのサービスを行っ

ている図書館も珍しくはない。

　しかし、これらの業務は統合されたシステ

ムとはなっておらず、また資料そのものを利

用するためには、図書館まで行かなければな

らない。配達サービスは、限られた利用者に

のみ行われるのがふつうである。さらに、他

人が利用中の図書は利用できず、ベストセラー

の場合は、相当数の複本があっても、半年も

待たなければならないこともある。

　情報内容をはじめとして、ディジタル技術

の利用によって、図書館の便利さはこれまで

とは比較にならないほど向上しうる。携帯端

末からのアクセスを含めた遠隔アクセスが可

能になり、はるかに使いやすく良い結果の得

られる検索機能が利用でき、豊富な蔵書群か

ら最適の資料を選択することができるように

なる。

　ディジタル技術は、まだ完成された技術で

はない。研究開発は現在も続いており、利用

者にとって、将来さらに便利な機能が提供さ

れるようになることは確実である。具体的に

は、より柔軟な検索機能、使い勝手の向上、各

種の情報の統合、情報のフィルタリング、利

用者独自のカスタマイズ、使いやすいオーサ

リング・ツールなどを挙げることができるで

あろう。

　この技術進歩の恩恵を受けるのは、図書館

のみではない。ディジタル技術は、情報の提

供に関わるあらゆる業務に浸透しつつあるか

らである。新聞、出版、放送、データベース

産業、また、公的機関によって運営されるこ

との多い、博物館、美術館、文書館、情報公

開センターなども、同じ技術を利用して、そ

のサービスを拡大することができる。

　図書館は、単独で利用者の情報要求を満た

すことは不可能であると認識し、これまでも

図書館協力が進められてきた。ネットワーク

の時代になっても、この協力の必要性はなく

ならないであろうが、そのあり方は以前とは

変わるはずである。さらに、図書館は、情報

提供に関わる他の機関と協力することによっ

て、社会におけるその有用性を高めることが

できる。



12

1.2.3. 図書館サービスの拡張と発展

　利用者の求める情報を適切な形で迅速に提

供するという図書館の基本的な機能は、将来

にわたっても変化することはない。図書館の

他の機能も、情報通信技術の導入によって改

善されることになるが、機能自体が大きく変

わるわけではない。

　しかしながら、将来の図書館は、新しい情

報通信技術の利用によって、今よりもはるか

に便利なサービスを、より広い範囲の利用者

に向けて提供することができるようになる。

　図書館サービスの拡張を可能にする電子図

書館の特性については次節で検討することに

して、ここでは、その特性を活かすことによ

り、図書館の利用者にとって、どのような便

宜が与えられるかについて考察する。それら

の中には、従来の図書館の理念として掲げら

れてはいても、技術、予算、人材などの制約

によって、これまで実現されなかったものも

ある。

1.2.3.1. 情報格差の是正

　情報格差とは、情報基盤・資源の地域格差、

利用者の経済的状況、情報リテラシーの格差

などにより、情報要求の表現・充足の点で、個

人間に差が生ずることをいう。

　電子図書館は、全国的、世界的な情報通信

基盤を利用することによって、多様な情報資

源へのアクセスを、どこでも、いつでも、だ

れにでも保障するものであるべきである。こ

れは、現行の技術によってほぼ実現しうるが、

身体障害者の利用などに関しては、今後の研

究開発を待たなければならない部分もある。

　国民が要求する情報や知識の範囲は無限と

いってよい。しかし、図書館が提供する情報

の主たる部分は、特定の人々が、短期的な利

益を得るために利用する 1秒ごとに変化する

金融情報などではない―このような情報は、有

料サービスの領域と考えられる。国立中央図

書館は、国民一人ひとりが、主権者としての

権利を行使し、義務を履行するために必要と

される情報を、住んでいる場所や経済的状況

にかかわりなく、速やかに得ることができる

ようにすることが望ましい。現在の技術を利

用することによって、情報格差を是正するこ

とができる。技術的基盤はすでに整いつつあ

り、残されているのは、それを実現する意志

である。

1.2.3.2. あらゆる情報の入手

　現在の図書館は、自館の蔵書に基づくサー

ビスを基本とし、相互貸借などにより充足で

きない部分のサービスを補っている。しかし、

図書館が利用者の情報要求を満たす機関であ

るなら、あらゆる情報の入手に対応する用意

をしておくことが望ましい。

　図書館が利用者に情報を提供する手段は、大

きく次の三つに分けることができる。

(1) 自館の「蔵書」からの提供

(2) 情報源の所在に関する情報の提供

(3) 他の情報源へのアクセスを仲介するゲー

トウェイ機能の提供

適切なナビゲーション機能をもつことによっ

て、現在の相互貸借は、(2)または(3)によっ

て代替できるものと考えられる。

　電子図書館の時代になっても、一つの図書

館がすべての要求を満たしうる資料を保持す

ることは不可能である。「あらゆる情報の入手」

も今のところは、可能性でしかない。それを

実現するための努力が払われなければならな

いが、そのための技術的基盤はほぼそろって

いる。

1.2.3.3. 多様な機能の実現

　情報通信技術の進歩によって、新しい機能

やサービスが続々と実現されている。インター

ネットだけでもさまざまな技術が次々に実用

化され、多様なサービスが提供されつつある。

数千万の情報を対象とした情報の検索、イン
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ターネット上で情報を多数の利用者に伝送で

きるプッシュ技術やマルチキャスト技術、動

画や音を送信するキャスティング技術、さら

にはインターネットでテレビ放送を受信でき

るサービスなど、従来のテキストと静止画だ

けの世界から、放送に似たサービスも行える

ようになってきている。

　情報がディジタル化することによって、本

や雑誌などのテキストの情報も、音や動画、さ

らにはコンピュータ・プログラムもすべてディ

ジタル情報として一元的に取扱うことができ

るようになる。図書館もこれらの技術を積極

的に活用することにより、図書館の利用を今

よりもはるかに便利にすることができる。

1.3. 電子図書館とは

　誰もが合意できる電子図書館の定義はまだ

存在しない。電子図書館と同じ概念と考えて

よいディジタル図書館、電子図書館と重なる

部分は大きいが若干ニュアンスの異なる概念

である仮想（バーチャル）図書館についても、

同じことが言える。

　各国で実施されている電子図書館に関する

プロジェクトでも、現在の図書館の業務の電

子化から出発し、書誌情報、電子化資料へ拡

張するもの、索引・検索中心の研究プロジェ

クト、マルチメディア・ネットワークと考え

られるものなど、さまざまなものがある。

　ただし、図書館は、一次情報（本や雑誌な

ど）や二次情報（一次情報を探すための目録

や書誌など）の提供、それらに基づくレファ

レンス・サービスなどの総合的なサービスを

提供する機関である。現在実施されている電

子図書館プロジェクトはさまざまな特色をもっ

ているが、広く解釈すると、一次情報の電子

化によりディジタル・コレクションを形成し、

ネットワークを介して利用可能にするという

点では共通している。また、既存の図書館を

基盤とした電子図書館は、ディジタル・コレ

クション（電子図書館の「蔵書」）と既存の印

刷物等の資料、さらにインターネット情報資

源を含む図書館外部などを統合し、利用者が

適切にアクセスできるように、二次情報デー

タベースを整備し、ネットワークを介してそ

れらの情報を入手できるためのシステムと言

うことができる。

　本報告書では、電子図書館を「図書館が通

信ネットワークを介して行う一次情報、二次

情報の電子的提供とそのための基盤」と定義

する。本節では、そのように定義された電子

図書館にいかなる機能を求めるべきかについ

て述べる。

1.3.1. どこでも、いつでも、だれでも

　これまでの図書館は、利用者に対して、さ

まざまな制約を課してきた。しかし、情報技

術の進歩によって、これまでは不可能と考え

られていたサービスを実現できるようになる。

その最大のものは、利用における制約をはる

かに小さくできることである。もちろん、な

るべく制約を小さくしていくためには、今後

の研究開発努力に待たなければならない部分

もある。

　まず、電子図書館は、「どこでも」利用でき

るものになる。これまで、図書館を利用する

には、図書館のある場所に行かなければなら

なかった。近くにある公共図書館であればそ

れほどの時間はかからないにしても、稀少な

資料、より多くの資料を求めて、都道府県立

図書館に行くには、大多数の利用者にとって、

交通費とかなりの時間が必要であるし、国立

国会図書館に行くための時間を含めたコスト

はそれ以上のものになる。

　後述（2.2）するように、国立国会図書館は

国立国会図書館関西館（仮称）（以後、「関西

館」と言う。）の開館を 2002年に予定してい

る。関西館の開館により、このコストが相当

数の利用者にとって軽減されることにはなっ
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ても、これまでのサービス方式を続けるなら

ば、関西館に距離的に近い利用者以外の利用

者にとっては事態は変わらないままであろう。

これは近隣の利用者と比べると、遠方の利用

者に対してはるかに多くの負担を強いている

ことになる。同じ国民であるのに、住む場所

によって情報入手に格差が生じているのであ

る。

　公共図書館において、これまでにネットワー

クを介しての目録データベースへのアクセス、

電子メールによる貸出し予約などのサービス

を始めた図書館もあるが、まだ少数である。そ

して、資料はもっとも早い場合でも宅配便に

よって配達されるのを待たなければならない。

　電子図書館は、高速通信網の整備や携帯端

末の普及、近くの図書館からの関西館へのア

クセスなどの助けを借りて、この格差を完全

とはいえないまでも、かなり埋めることがで

きる。そして、利用者は、家庭でも、職場で

も、出先でも、旅行中でも、どこでも必要な

情報を入手できるようになる。

　第二に、電子図書館は、「いつでも」利用で

きるものになる。これまで、図書館は、図書

館員の勤務時間によって定まる開館時間中し

か利用できなかった。夜間も開館する図書館

が増えてきたとはいえ、その数はまだ少ない。

しかし、人間の情報要求の発生は、特定の時

間に限ることができるものではないし、要求

に対する迅速な対応が得られないことが続け

ば、次第に情報に対する要求そのものが減じ

ていくことになる。電子図書館は、サーバを

24時間稼働させておくことによって、いつで

も情報要求に応えることができる。

　第三に、電子図書館は、「だれでも」利用で

きるものになる。国立国会図書館について言

えば、これまでその利用は 20歳以上の成人に

限られてきた。電子図書館において、ネット

ワークの先で利用する利用者を年齢で区別す

ることは意味がなく、技術的にも困難である。

　また、これまでの図書館は、身体障害者に

とって、来館、資料選択の範囲のいずれをとっ

てみても、十分に満足のゆくものとはなって

いない。視覚障害者のためには、大活字本や

点字本を備え、自宅までの資料の郵送・配達

サービスなどを行っている図書館や対面朗読

サービスを行っている図書館もあるが、図書

館利用の便宜は、健常者のそれと比べると、依

然として大きな格差がある。

　情報通信技術の発展は、身障者の図書館利

用の便宜を大幅に改善する可能性をもってい

る。今のところ、視覚障害者向けの技術開発

が主であるが、音声入力、音声補助、点字ディ

スプレイなどの開発とともに、何よりも、来

館の必要がなくなることにより、図書館利用

は今よりもはるかに便利になるはずである。も

ちろん、そうなるためには、いっそうの技術

開発に努力が払われなければならない。

　電子図書館の利用に慣れていない人には、図

書館員の援助が必要である。電子図書館はこ

のような機能を組み込むことによって、だれ

でも利用できるようになる。さらに、翻訳用

ソフトウェアの利用により、外国語資料の利

用なども便利になるはずである。

　当然のことながら、あらゆる情報への無制

限のアクセスが好ましくない場合もあるかも

しれない。資料整備の方針、索引の内容、ナビ

ゲーションやリンク付けの基準などにもよるが、

成人には問題のない資料でも、児童には閲覧さ

せることが好ましくないものも存在するかもし

れない。電子図書館の設計に当たっては、この

ような課題にも配慮すべきであろう。

1.3.2. 巨大な情報空間の案内役

　将来の図書館は単独で存在するのではない。

多くの国々で開発中の電子図書館が実用化さ

れ、さらに多くの機関・政府・自治体が多様

な情報を提供するようになると、我々は、地球
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上の至る所に分散され、そのいずれにもネット

ワークを介してアクセスできる膨大な情報の集

まりをもつことになる。それは巨大な情報空間

あるいは情報宇宙と考えることができる。

　しかし、この空間は、一般利用者にとって、

その中に無秩序に知識と情報がばらまかれた

空間で、そのままでは、ある特定の情報があ

るか、あるとしたらどこにあるかすら全くわ

からない空間でしかない。

　電子図書館は、この巨大な情報空間の中で、

利用者に必要な情報を提供できるように、情

報を組織化しておかなければならない。

　現在、ワールド・ワイド・ウェブ（World

Wide Web、以下“WWW”と表記する。）上

の情報検索・ナビゲーションの手段として、一

方では、エージェント、ロボット、サーチ・エ

ンジン等の高機能化が模索されており、他方

では、メタデータの標準化が試みられている。

　電子図書館は、これらの成果を取り入れ、利

用者が情報空間の中で不必要に迷うことなく、

求める情報を容易に入手できるような手段を

提供すべきである。特に、情報源に関する情

報の整備は、電子化資料そのものの整備と並

んで、重要な業務となる。

1.3.3. 電子図書館による中立性と公平性の確保

　自然科学の知識は、過去の知識を発展させ、

時によっては否定して、これまで拡張され、蓄

積されてきた。また、我々の思想や感情は、哲

学・文学・芸術の表現として蓄積されてきた。

新しい表現も、過去の哲学・文学・芸術上の

表現を基礎として生まれてくるものである。　

　多くの思想、感情の表現は、時には自然科

学的知識の表現ですら、さまざまな価値を反

映している。そして、あらゆる多様な価値の

ぶつかり合いの中で、それぞれの価値は研ぎ

すまされ、ある場合には自然に淘汰されてい

く。これらの価値の現在の到達段階あるいは歴

史上の価値の総体を、我々は文化と呼んでいる。

　図書館はこれまで、さまざまな価値観を表現

した図書その他の資料を、公平に扱うようにつ

とめてきた。その基準は、各図書館の図書選定

基準などに反映されているが、多くの場合、網

羅的収集は予算や収容能力の点から不可能であ

るために、対立的な価値についても、いくつか

の代表的な資料の収集にとどめることが多かっ

た。

　電子図書館は、従来の図書館よりははるか

に少ないスペースに大量の「蔵書」を保管で

きることに加えて、外部図書館との協力によ

り、膨大な「蔵書」を背後にもつことができ

る。電子図書館は、この特性を利用して、従

来の図書館では実際的には不可能であった、多

様な思想、感情、価値観の表現された資料を、

広く収集し、利用者に提供することができる

ようになる。

　この際、注意すべき点がいくつかある。第

一に、思想、感情、価値観の多様な表現を自

らの「蔵書」とし、あるいはナビゲーション

を可能にするとき、網羅性を求めるべきであ

るが、それができないときは、特定の表現に

偏しないように公平性を保つことが重要であ

ろう。「蔵書」の公平性を放棄することは、図

書館の社会的機能を自ら放棄することになる。

　第二に、網羅性を求めるべきであるとは言っ

ても、図書館は、現行の法律の枠内で「蔵書」

の構築を行わなければならないことである。猥

褻図画の判断基準にも見られるように、法律

は時代の価値観の反映であり、不変のもので

はないが、いかなる資料でも自由にアクセス

できる「蔵書」に加えられるべきであるとは

必ずしも言えない。

　第三は、プライバシーの保護である。思想・

信条の自由とは、個人が特定の思想・信条を

信奉しても、そのことのみによって不当な扱い

を受けないことを保障するものである。この保

障を確実にするためには、特定の思想・信条が
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表現されたものを入手したことが、本人の意志

に反して公開されることがないようにする必要

がある。

　電子図書館においては、サーバにアクセス

記録のためのプログラムをおくことによって、

だれが、いつ、どのような資料を閲覧したか

を容易に知ることができるようになる。この

ような機能は、電子図書館の有用性を示すた

めに、あるいはシステムのピーク時への対応

などを知るために必要なことも多いが、シス

テムや業務の改善を目的とした統計的処理に

とどめるべきである。

1.3.4. 文化の継承と提供のための社会的機関

　図書館は、すべての国において、近代的図

書館の歴史の長さに差はあるが、社会の中で

確立された不可欠の機関となっている。図書

館は、これまでにも、文化遺産の継承という

重要な役割を果たしてきた。文化とは、歴史

的に蓄積された文化遺産を基盤として発展し

ていくものであるから、図書館は将来もこれ

まで以上の努力を払って、文化遺産の継承に

努めなければならない。新しい文化の創造は、

過去の文化遺産の利用によって可能となる。そ

れゆえ、文化遺産は保存のために保存するの

ではなく、広く国民の利用を促す機能を同時

に担わなければならない。

　さらに我が国の文化遺産の継承とその利用

機会の増大は、情報流通の不均衡を是正する

ことができる。十数年前から、各種データベー

スの生産において、我が国の貢献が少ないこ

とが、特に米国から指摘されてきたが、WWW

の登場以後急速に増加したネットワーク情報

資源により、情報の発信と受信の不均衡はさ

らに悪化していると考えられる。国立国会図

書館の電子図書館は、我が国から発信される

情報を質量ともに増大させることによって、こ

の不均衡を是正するために、大きな貢献をする

ことができる。

　当然のことながら、このためには、それにふ

さわしい組織と資源が必要である。また、いく

つかの技術的課題の解決にも努力が払われなけ

ればならない。例えば、CD-ROMやディジタ

ル・ビデオディスク（DVD）のような新しい記

憶媒体をはじめ、固定ディスクなどについても、

そこに記録された情報が書換えなしでどのくら

いの期間にわたって保持しうるかは、まだはっ

きりしていない。

1.3.5. 21世紀は電子図書館の時代

コンピュータ関連技術の進歩とともに、電

子図書館の実現に必要な基礎技術が出そろい、

電子図書館の実現が可能になった。また、今

のところ、十分高速のデータ通信回線が利用

できないため、低品質の伝送しかできない音

や動画なども、近い将来高速データ通信網の

敷設によって、高品質の伝送が可能になる。

　このような技術の現段階及び将来の可能性

を前提として、アメリカ、ヨーロッパ諸国、日

本をはじめ、東南アジアその他の国々も含め

て、多くの国で電子図書館の研究開発が進め

られており、その成果の一部にはアクセスで

きるようになっている。

　各国における電子図書館開発への資源投入

の直接のきっかけは、アメリカ合衆国の全米

情報基盤（National Information Infrastruc-

ture: NII、いわゆる情報スーパーハイウェイ）

構想である。この構想では、2010年までに、

各家庭まで高速データ回線を敷設するととも

に、重要なアプリケーションの一つとして、電

子図書館（ディジタル図書館）の開発が進め

られている。

　我が国でも、1994年 8月に、高度情報通信

社会推進本部が設置され、翌年 2月に『高度

情報通信社会推進に向けた基本方針』が決定

された。この『方針』では、光ファイバー網の

全国整備を2010年までに行うとされていたが、

政府は1997年に、この計画を練り上げて、2005
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年までに実現することを決定した。

コンピュータ技術の分野では、コンピュー

タの性能の向上とともに、いっそうの小型化、

低価格化が進んでいる。さらに、ネットワー

ク利用を前提とした低価格のコンピュータの

開発、通信指向のプログラミング言語の利用、

仮想現実など、技術の進歩は当分の間つづく

ことが予測されている。

　情報資源の利用については、ブラウザ（閲

覧用ソフトウェア）の機能の向上、通信プロ

トコルの改定、マルチキャストやプッシュ技

術の進歩などにより、情報入手は、今後さら

に便利になると考えられる。これと並んで、実

用化を前提とした電子マネーや電子決済の実

験も各国で行われており、課金システムの構

築における問題も近い将来には解決が期待さ

れる。

　現代の社会は情報を基盤とした社会であり、

来るべき社会が高度情報社会であって、すで

に我々はそこに足を踏み入れつつあると言わ

れている。これまで情報社会、高度情報社会

と言う場合は、その社会的な情報基盤を構成

するコンピュータ等による情報処理技術や情

報通信網などのハードウェア面が強調されて

きたように思われる。電子図書館がめざす情

報基盤とは、ハードウェアという「器」の内

容となる情報や知識そのものであり、その集

積である。

　20世紀後半に急速に進展した情報処理技術

や情報通信網のハードウェアの基盤は、21世

紀の来るべき情報、知識、文化のための基盤

形成への道を拓いたものだということができ

る。これらの技術的基盤の上に構築される本

来の意味での高度情報社会はこれから作りあ

げてゆくことになる。21世紀の電子図書館は

そのような来るべき社会において情報基盤とな

るものである。そのような意味で、21世紀を電

子図書館の時代と言うことも可能であろう。

　もちろん、著作権処理や課金の問題などを取

り上げて、電子図書館の実現の困難さをことさ

ら強調する意見もないわけではない。しかし、

電子図書館は、我々にとって初めての経験であ

り、これらの問題は電子図書館の実働化の前に、

最低限の合意点を見出して一歩を踏み出し、そ

の後長い時間をかけてしかるべき慣行が確立さ

れていくものであると考えている。高度情報社

会と言われる社会において、国民が図書館にお

いてディジタル情報にアクセスできないという

ことは、社会そのものの根幹に関わることであ

ろう。技術的な環境は整いつつあるため、より

よき将来に対する想像力と、推進に向けた意志、

さらに共通の理解によって、21世紀の知的基盤

としての望ましい電子図書館を構築してゆく必

要がある。

2. 国立国会図書館の実施する電子図書館へ

の提言

2.1. 国立国会図書館の役割と使命

2.1.1. 国立国会図書館の使命

2.1.1.1. 国立国会図書館の設立の理念

　国立国会図書館は昭和 23年に設立され、平

成10年には設立からちょうど半世紀を迎える。

「真理がわれらを自由にするという確信に立っ

て、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和

に寄与することを使命とする」という国立国

会図書館法の前文に示されている理念を掲げ、

第二次世界大戦の反省に立って、我が国の再

建と平和への貢献を果たすという大きな使命

を担うことを目的として戦後まもない時期に

設立された。国立図書館であるが、国権の最

高機関たる国会に設置され、その目的は「国

会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及

び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し」

て図書館奉仕を行うこととなっている。その目

的を果たすために、国会に対しては法案の分析、

評価、さらには法案起草の奉仕に至るまでのさ
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まざまな国会の活動への支援を、行政及び司法

の各部門に対しては行政及び司法の各部門に支

部図書館を設置し、連携をもった図書館サービ

スの提供を、さらに国民に対しては、国立の図

書館としてさまざまなサービスを遂行している。

2.1.1.2. 国立国会図書館の活動

　図書館活動を行うに当たってその基盤とな

る図書館資料については、国内の民間の刊行

物は、「文化財の蓄積及びその利用に資するた

め」に発行者はかならず最良版の完全なもの

を一部国立国会図書館に納本するという、納

本制度によって網羅的に収集し、また政府の

刊行物については、公用及び国際的な資料の

交換のために、発行部数が 500部以上の場合

は 30部を納本することを定めている。このよ

うに収集した出版物については、図書館資料

を文化財として未来に伝えるとともに、国民

に最大限利用させることが定められている。具

体的には、「国立国会図書館建物内で若しくは

図書館相互間の貸出で、又は複写若しくは陳

列によって」利用者の利用に供し、また、我

が国で発行された出版物の目録や索引を作成

することも同時に定められている。

　図書館は記録された知識や情報を収集し、保

存して未来に文化として伝えるとともに、利

用しやすいように適切な組織化を行い、利用

に供するための社会的機構である。なかでも、

国の図書館を代表する国立図書館にあっては、

一国の出版文化の保存と継承、さらにはその

国で生まれた知識や情報に対する国民のアク

セスを保障するという役割がある。

2.1.1.3. 図書館資料の変化と電子出版物

　古くは粘土版やパピルス、羊皮紙の時代から、

紙、フィルム、録音盤、光ディスク、さらには

インターネットにいたるまで、記録・印刷・出

版技術の発展と人間活動の必要に応じて、情報

の記録・利用の方法はこれまでに多様に変化し

てきた。従来、国立国会図書館の資料は、印刷

出版物（図書、雑誌等）が大半を占めてきたが、

マイクロフィルム、マイクロフィッシュ、レ

コード等の媒体も図書館資料に加えられており、

それぞれに膨大な資料群を構成するに至ってい

る。これらは情報蓄積の形態から言えばアナロ

グ形態の資料群であるが、最近になって CD-

ROMやDVD等の新しいディジタル形態の電子

出版物、さらにネットワーク情報資源のような

物理媒体に依存しない電子情報が急増してきて

いる。

　人間の知的活動の記録形態としては、アナ

ログ形態であれディジタル形態であれ、同じ

く貴重な文化的な所産である。これらについ

ても文化的価値のある情報として積極的に収

集する必要が生じている。国立国会図書館は

平成 9年に「納本制度調査会」を設け、21世

紀を展望した我が国の納本制度のあり方、特

に電子的な媒体の出版物の納入に関する制度

及び運用のあり方について検討を行ってきた。

電子的な媒体の出版物の納入については、納

本制度調査会において「電子出版物部会」を

置き、平成 9年 5月以降検討を重ね、11月に

中間報告を提出した。中間報告においては、

CD-ROM等のパッケージ系の電子出版物は納

本制度に組み込み、ネットワーク系の電子出

版物については当分の間、納本制度に組み込

まず選択的収集とするが、積極的に収集を図

る必要があるとの報告を提出した。

　電子図書館は従来からの図書館の機能に加

えて、電子情報という新しい人間の知的活動

の記録も加え、情報処理技術とネットワーク

技術によって、より便利に、より快適に、知

識や情報を提供する仕組みである。電子情報と

いう新しい情報の提供の形態と情報ネットワー

クの広がりにより、情報提供に新しい地平を開

くことが可能となっている。国立国会図書館に

おいてもこれまでの「知識の集積・保存」の機

能と、図書館という場所を中心とした「資料」
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の提供の機能に加えて、国内外の遠隔地に対す

る積極的な「情報」の提供が可能であり、必要

となってきている。

2.1.1.4. 図書館資料の保存と利用

　国立国会図書館は、我が国唯一の国立図書

館として、国民のこのような要求に広く応え

る使命をもっている。資料の保存と利用はあ

る面では二律背反する課題である。物理的形

態をもった出版物であれば、利用を積極的に

奨励することで資料保存に完壁を期すことが

できなくなるといった面がある。従来、国立

国会図書館は納本制度によって収集してきた

出版物について、「文化財の蓄積とその利用」

という二つの役割を同時に担ってきたが、法

的義務を課して収集した 1冊の貴重な国民の

財産を将来に向けて保存するという義務を果

たすために、利用の観点からはある程度の制

約が生じることがあった。

2.1.1.5. ラスト・リゾートとファースト・リ

ゾート

　国立国会図書館は我が国唯一の国立中央図

書館として、また図書館の図書館として、公

共図書館や大学図書館等の第一線のサービス

を行う図書館を支援する役割を果たすことが

重要である。この役割は他の図書館が提供で

きない出版物を提供するというラスト・リゾー

ト（最後の拠り所）としての役割として理解

されてきた。それは、一つの資料について物

理的に 1部しか存在しない図書館資料に基づ

いてサービスを行うところから導き出された

サービス形態であった。

しかし、電子図書館では 1冊の本という物

理的な制約に依存するところが少ない。電子図

書館においては、遠隔地からの複数の利用者に

対して同じ出版物を同時に提供することができ、

それによってオリジナルが破損したり摩耗した

りすることがない。オリジナルの出版物を一度

ディジタル化しておくことで、オリジナル自体

を使用することなく、その内容のみを提供する

ことができ、オリジナルについてはより適切に

保存することが可能となる。これまでの「ラス

ト・リゾート」としての役割に加え、電子図書

館の実現によって、国立国会図書館が、国民が

ネットワークを介して最初に立ち寄る図書館、

電子的な「ファースト・リゾート」（最初の拠

り所）としての役割も同時に果たすことが可能

となる。

2.1.1.6. 電子図書館時代の国立国会図書館の

役割

　高度情報社会という知識や情報が基本的な

社会的基盤である社会、また多くの情報がディ

ジタル形態で発生し、流通するネットワーク

社会において、国立国会図書館がアナログ情

報だけしか収集も提供も行わないと仮定した

場合、高度情報社会の構造はかなり脆弱なも

のになるだろう。

　国立国会図書館はこれまでも記録された文

化、国民の知的活動の記録を広く収集、保存・

蓄積し、提供してきた。情報の形態がアナロ

グであれディジタルであれ、国民の文化的基

盤としての知的財産、文化的遺産を広く蓄積

し、国民に対して提供する役割を果たすこと、

それが高度情報社会における国立の図書館と

して必要である。また、国権の最高機関に設

置された図書館として、国の立法、行政、司

法に貢献していくこと、同時に国民に対して

広く公共的な情報を提供する窓口の役割を果

たす必要もある。さらに、現在国民生活のさ

まざまな局面で政府情報等の公共情報の国民

への公開（ディスクロージャ）が求められて

おり、国立国会図書館はその設立の理念に照ら

して、その役割を積極的に果たす必要がある。

国立国会図書館が推進する電子図書館は、公共

情報を国民に情報公開するための公共的機構と

しての役割も担うことが必要である。

2.1.2. 民主主義と国民の思想の自由への寄与
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　民主主義の発展と成熟にとって、国民のさま

ざまな情報へのアクセス機会を保障することは

不可欠である。多様な意見や思想、さまざまな

主張や価値観を提供する公共的な機構は、民主

主義の成熟と発展のための礎と考えることがで

きる。特定の偏狭な意見や主張に対しては、社

会を構成する個人が他の多くの意見や主張を比

較し対照することが可能となるよう、多様な立

場や観点を提供することで、また、論点が分か

れる問題については、それぞれの立場からの主

張や説明をより具体的に参照できるようにする

ことで、さらに疑わしい結論や断定的な言説に

対してはその根拠について、国民が自ら調べる

ことを可能にする判断の素材を提供することで、

公共的な情報提供機構である電子図書館は民主

主義の発展と成熟に貢献することができる。

　国立国会図書館が提供する電子図書館は、民

主主義の継続的な発展と成熟にとって必要な

社会的機構であり、国民の誰に対しても開か

れた、社会的公平性と信頼性の高い、永続的

な機構をめざすべきである。

　また、国立国会図書館は国会に設置され、国

会に奉仕することがその第一義的な役割であ

る。国立国会図書館が実現する電子図書館は、

国民の代表である国会議員に対して、その職

務の遂行に必要なさまざまな情報を供給する

機構でもある。議会制民主主義国の国立図書

館として、国会に対して適切な情報提供を行

うこと、国会での審議に資し、国会の活動を

支援すること、そのこと自体がまた民主主義

への貢献となる。すなわち、国立国会図書館

が所蔵する情報を、電子図書館によってより適

切に国会に提供することで、より豊かな民主主

義社会を築くために、国民の代表者から構成さ

れる国会を通して有効に役立てていくというこ

とである。

　同時に行政機関、司法機関も、それぞれの

役割を適切に果たすために必要な情報を入手

することのできる公共的情報のプールとして電

子図書館を活用することができる。そのような

豊富な情報を入手できることで、より的確で効

率的な業務遂行を行うことが可能となる。

　電子図書館は、国民に対し、また立法府はも

ちろん、行政、司法の政府の各部門に対して、

ネットワークを介して迅速、的確に情報の提供

を行うことによって、我が国が民主主義国家と

して発展していくための社会的基盤としての役

割を担うものとなる。

2.2. 関西館（仮称）の機能と役割への期待

2.2.1. 21世紀の情報資源の蓄積拠点として

　国立国会図書館は 21世紀初頭に、関西館の

開館を予定している。国立国会図書館では 21

世紀初頭に設立する大規模図書館の開館を契

機に、これまでの東京本館と関西館を一体と

して機能させ、21世紀の社会にふさわしい図

書館サービスを提供することを構想している。

関西館は、電子図書館サービスをその基本機

能として位置づける新しい概念の図書館であ

る。それは国立国会図書館の新たな発展をも

たらすものであると同時に、創造的かつ国際

的、学際的、業際的な文化・学術・研究の新

たな展開の拠点として、京阪奈地区において

建設が進められている関西文化学術研究都市

の中核的な施設として、我が国の情報基盤整

備及び関西地区の発展を促すものである。

　関西館の基本的な機能は、平成 3年度に策

定された「国立国会図書館関西館（仮称）第

二次基本構想」によっている。この構想では、

資料を利用するために利用者が図書館に赴くと

いう従来型の「施設」としての図書館にとどま

らず、あらゆる分野の文献とそれに関する情報

を、利用者がどこにいても、いつでも、ネット

ワークを通じて迅速に入手できるような「発信

型」の図書館として機能する「非来館型」情報

図書館の理念を示した。

　具体的には、関西館は我が国の文化や情報
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流通にとっての以下のような拠点としての役割

を果たすことが予定されている。

● 情報資源の蓄積拠点

　情報資源としての図書館資料を東京本館と

一体となって収集保存し、国民の文化的財産

として未来の世代に伝える。

● 文献情報の発信拠点

　最先端の技術を活用して、国の内外の利用

者に文献そのもの及び文献に関する情報を提

供する。他の図書館及び文献提供機関が有す

る文献情報にアクセスできるよう、国内外の

データベース及びネットワークとの結合を図

る。

● 国際社会に開かれた図書館サービスの拠点

　我が国の情報を世界に発信すると同時に、国

外からの情報を受信してそれらを利用しやす

い状態にして国内に中継する、いわば国際社

会に開かれた「情報の窓」となる。

● 国際社会に開かれた図書館協力の拠点

　図書館情報ネットワーク化を促進し、国の

内外の各種図書館の活動を支援する図書館協

力の拠点として、情報資源の共有化と図書館

サービスの効率化を図る。

関西館はそのすべてが電子図書館ではなく、

さまざまな物理的な図書館資料を収集、保存

する機能、それらを文化として蓄積し、将来

に伝えてゆくという機能を東京の本館と分担

してもっている。今後、ありうるかもしれな

い大規模災害に対する危険を分散するという

役割もある。しかし、高度な電子技術とネッ

トワークがますます発展し、また高度な知識社

会を実現すべき 21世紀の冒頭に開館を予定す

る大規模図書館として、これらの情報蓄積の拠

点として収集された情報は、国民にとって適切

に利用されるために、最適な形態に整備してお

くことが不可欠である。

2.2.2. 21世紀の情報発信の拠点として

　これまで図書館を「情報を発信する機関」と

呼ぶのには語弊がないわけではなかった。あく

までも、著者、出版者、新聞社、大学・研究機

関等、知識や情報を自ら創造する人々や機関が

生産する知識や情報を収集し、適切に整理し、

求めに応じて提供するという役割を果たしてき

たわけである。この役割は、発信というよりは、

むしろ中継というべきかもしれない。

　しかし、電子図書館においては、この中継の

役割は従来同様に継続するが、むしろ情報の発

信機関と呼ぶ方がふさわしいものになる。関西

館が作成する電子的情報、印刷物の遡及変換資

料、出版者等から受け入れるディジタル・コン

テンツ、利用したい人々に開かれたレンタル・

スペース、これら関西館が維持・管理するディ

ジタル・コンテンツに加えて、多くの外部の図

書館や情報提供機関へのゲートウェイ、ナビ

ゲーション・リンク等によって、関西館がもっ

ていない情報についても、利用者に適切に案内

する。そのようにして利用者が必要とする知識

や情報を、ネットワークを通じて入手できる仕

組みを備えることになる。

　また、受け入れた多様な資料を単に並べて

おくということでなく、適切な分類、分かり

やすい階層化など、知的な加工を行うととも

に、使いやすい検索システムやナビゲーショ

ン・システムによって、利用者は必要な資料

を的確、容易に入手することができるように

なる。このように知識や情報を送り出す仕組

みは情報の発信と呼ぶのがふさわしく、また、

21世紀のマルチメディアの時代にふさわしい情

報の発信の拠点となることが望ましい。

2.2.3. 国際社会に開かれた図書館サービスの

拠点として

インターネットの爆発的な発展に見られる

ように、現在の情報流通は国内に止まらない

グローバルな時代を迎えている。ことに先端

的な科学技術情報やアップ・トゥ・デートな

ビジネス情報については、情報流通に国境は
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存在しない。これまで我が国においては、欧米

先進国、特に米国からの情報入超の状況が続い

ており、我が国からの情報発信がつとに要請さ

れてきた。米国においては、この間、我が国の

情報を入手するためのさまざまな法的・制度的

取組みを行ってきている。しかし、日本におい

て積極的に提供するという姿勢がない限り、我

が国の一方的な情報の受け手としての状況を改

善することは困難である。このような状況が長

く継続することは、海外、ことに米国の海外に

対する情報流出規制を招きかねず、我が国の長

期的観点に立った情報に関する国家的セキュリ

ティの点からも望ましくない。

日本語と外国語という言語的障壁も存在する

が、日本語のままで、海外からいつでもアクセ

スできるという状況を構築しておくことも重要

である。必要な情報がアクセス可能な状況にあ

れば、仮にその情報が日本語であっても、海外

諸国からその情報を入手することは現在難しい

ことではない。

　同様に、我が国のおかれた地理的、地政学

的位置を考慮した場合、アジア諸国に対して、

アジア諸国の情報を中継すること、また我が

国自身の情報を提供することも大きな意味を

もつ。アジア諸国の情報アクセスを改善する

ために、ユネスコ等の国際機関でさまざまな

取組みが行われてきているが、我が国の取組

みがとりわけ積極的であったとは言えない面

もある。ODA等の財的・物的な支援も重要で

あるが、我が国にある情報を同時にアジア各国

でアクセス可能とすることは、経済的な負担も

少なく、また開発途上国にとって最も重要な人

的基盤育成や知的な基盤の構築に貢献できるた

め、積極的に進めるべき課題である。これまで

アジア諸国の情報通信基盤については、通信網

の未整備の状況から海外の情報ネットワークに

アクセスするのが困難な面もあった。しかし、

衛星通信等の新しい通信手段の発展によって、

インターネットへのアクセスについては、急速

にその状況が改善されつつある。

　さらに、我が国の経済・産業・学術は広く国

際化しており、海外においても日本の国内と同

様に我が国の情報にアクセスできることは、海

外で活動する日本人にとっても重要な意味をも

つ。今後我が国がこれまで以上に国際化し、世

界各国と緊密に連携し、世界各国、各地で活躍

する日本人がこれまで以上に増加することを考

えた場合、国の公共的な情報資源をインター

ネット等のネットワークを介して自由にアクセ

スできることも重要であろう。

国際的な情報サービスにおいても、関西館

はその電子図書館によって、我が国の情報資

源を国外に向けて情報発信するとともに、国

外の図書館・情報発信機関の情報を国内の利

用者が利用できるようにする、いわば国際社

会に開かれた「情報の窓」として、国際的な

情報サービスの拠点としての役割を果たすこ

とが望まれる。

2.2.4. 図書館協力の拠点として

　どのような図書館であっても、単独の図書

館ですべての利用者のすべての情報ニーズを

満足させることはできない。近年、情報の量

的増加と併せて、情報発生源や情報の流通形

態の多様化、知識や情報の内容の専門化、学

際化等の理由によって、利用者の多様な情報

ニーズに対して適切にサービスを行うためには、

図書館相互の協力が不可欠になってきている。

　国立国会図書館は国立図書館として我が国の

図書館協力においてリーダーシップを発揮する

とともに、各種の図書館が連携をもったサービ

スを実現できるように協力活動を強化すること

が必要である。関西館における重要な役割の一

つは図書館協力及び図書館ネットワークの拠点

としての役割であろう。ネットワークという言

葉は、近年コンピュータや通信ネットワークを

前提として用いられることが多くなっているが、
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図書館界では、電子的情報流通以前から図書館

ネットワークという用語を広く使ってきた。資

料の貸借やレファレンス・サービスの協力など、

多くの協力事業が図書館ネットワークとして行

われてきた。

　しかし、近年の情報処理技術の発展と新し

い電子情報媒体の流通は図書館サービスを大

きく変えようとしており、また図書館協力の

あり方にも影響を及ぼす。電子図書館が実現

する一次情報、二次情報の電子化は、それぞ

れの図書館のもっている情報の共有を促す。理

念的には、利用者はたとえどの館種の図書館、

たとえば、地域の公共図書館の分館に行って

も、電子化された図書館ネットワークがもつ

豊富な総体としての図書館情報資源にアクセ

ス可能となる。

国立国会図書館は、関西館の開館を目途と

して、その電子図書館機能を中心として国内

と国外の図書館を有機的に結合し、国内外の

図書館の情報資源との効率的で適切な連携と、

利用者の情報アクセスへの図書館総体として

の支援を実現することが、新たな図書館協力

のあり方として望ましい。

2.3. 国際子ども図書館

　国立国会図晝館では、関西館の建設準備と

平行して、もう一つの新たな図書館の計画を

進めている。それは、これからの時代を担う子

どものための図書館であり、子どもが健やかに

育つ環境を準備し、国際化、高度情報社会にふ

さわしい、豊かな感受性と寛容さ、自立と互助

の精神を培う知的基盤としての図書館として位

置づけられている。

　国立国会図書館は平成 6年の支部上野図書

館に関する国立国会図書館法の改正を機に、平

成 7年に外部の有識者からなる「国立国会図

書館に設置する児童書等の利用に係る施設に

関する調査会」を設置し、同館の将来計画の

一環として、児童の図書館の新設について答

申を得ている。この答申に従って、国立国会図

書館は国際子ども図書館の基本計画を策定した。

この調査会答申でも児童書の図書館の電子図書

館化が大きな課題として指摘されている。

　これからの 21世紀を担う子ども達を取り巻

く環境は、日本のより一層の国際化であり、情

報化である。教育分野においても言語教育を

はじめとして、国際的な子どもの教育が求め

られている。また、高度情報社会で活躍でき

る人材を育成するために、幼児期からの情報

処理技術の教育が必要だと言われている。国

際子ども図書館は、我が国の文化、社会、経

済の発展のため、子どもの知性、情感の豊か

さに貢献することが望ましい。

　子どもの活字離れが叫ばれて久しいが、教

育の場に適切にさまざまな教育用の素材を提

供することで、教科書一辺倒の教育から、子

どもの知的関心と想像力をはるかに高める教

育へと変わることが期待できる。米国におい

ても、米国議会図書館が実施する電子図書館

“American Memory”にもっとも多くアクセ

スしているグループの一つは学校の子ども達

であり、歴史教科書を補完する教材として電

子図書館のコンテンツは多く用いられている。

　また、動画による情報提供をはじめ、マル

チメディアやインターネットなどの先進的な技

術を積極的に取り入れた未来志向型の図書館と

して、国際子ども図書館は構築されることにな

る。子どもを取り巻く現代のメディア環境を考

慮し、使いやすいインタフェースや、世界の子

どもと交流できる環境、さらには音声など、子

どもにとって使いやすいシステムとコンテンツ

を充実させることが望まれる。

　来館した子ども達が目を輝かせる魅力的な

マルチメディアのミュージアム、絵本や児童

文学、さらに児童に広い視野を与える多くの

図書や雑誌、研究者を支援する情報システム

や児童図書館を結ぶネットワーク、さらには
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来館しなくても、我が国と世界の子供たちが

ネットワークを介して日本の子どもの絵本な

どを見ることのできる、子どものための電子

図書館等、国際子ども図書館は多くの可能性

を秘めており、その完成に期待するところが

大きい。

2.4. 電子図書館によって実現する知識・情

報・文化の新たな基盤

2.4.1. 国民に開かれたアクセスの機構

　国立国会図書館は、国民に開かれた公的な

図書館である。その情報資源は情報への要求

をもつすべての国民が簡単に情報を得ること

ができる知的な基盤であるべきである。利用

者は、見たい資料や調べたい情報がある場合、

直接国立国会図書館を訪れなくても、電子図

書館にアクセスすることで求める資料に関す

る情報や資料そのものを得ることができるこ

とが望ましい。

　利用者にとっては求める情報がどこにある

のかは興味がなく、要は求める情報を迅速か

つ簡便に入手できるかどうかが関心事である。

国立国会図書館が提供する電子図書館では、国

立国会図書館が所蔵している場合もあれば、他

の図書館が所蔵している場合もある。それが

国外にある場合もあるかもしれない。しかし、

利用者はパーソナル・コンピュータ（パソコン）

を用いてネットワークを介して国立国会図書館

の提供する電子図書館にアクセスすればよいの

である。電子図書館は、すべての国民がパソコ

ンとネットワークさえあれば、どこでも、いつ

でも、だれでも、差別なく利用することができ

る国民に開かれた情報アクセスのための機構で

ある必要がある。

2.4.2. 地域格差の是正

　すでに第 1章で情報格差の是正について述

べているが（1.2.3.1）、国立国会図書館は我が

国の中央図書館として、誰がどこに住んでい

ようと、広く国民に平等、公平に情報資源を

提供していくべきである。しかし、実際には国

立国会図書館が東京に所在しているという理由

から、国立国会図書館の利用は、首都圏在住者

にとって有利であり、国内全域の利用者に対し

て平等にサービスを提供することは困難であっ

た。電子図書館は、通信料金の遠近格差を除け

ば、地域による情報格差を是正するための機能

をもっている。（この通信料金の遠近格差にし

ても、インターネットやISDN等のディジタル

通信網の整備によって解消しつつある。）国内

のどの地域の利用者もパソコンを通信ネット

ワークに接続するだけで電子図書館サービスを

受けることができる。

　しかし、電子図書館では大量のデータの送

受信を行うことになり、情報通信基盤の整備

やパソコン自体の機能向上など、別の課題も

存在する。しかし、近年の急激な高度情報

社会の進展を考えると、ネットワークの大容

量化と通信費の低廉化、パソコンの普及と高

機能化などの課題は、21世紀には解決される

ものと考えられる。

　一方、パソコンをはじめディジタル情報の

取扱いに関するリテラシーの問題は別に検討

する必要がある。誰でも利用できるような簡

便な利用者インタフェースを実現する必要が

あるが、それでもパソコンに触れたがらない、

あるいは扱うことのできない利用者もいるだろ

う。利用面においては誰でも利用できるように、

適切な利用者教育を他の図書館や教育機関等と

協力して実施してゆくことが必要になるものと

思われる。

2.4.3. 国民の文化遺産の保存と継承

　国立国会図書館法においては、図書、雑誌、

逐次刊行物、楽譜、地図、映画技術によって

製作した著作物、録音盤その他、さらに「印

刷術その他の機械的又は化学的方法によって、

文書又は図面として複製した著作物」の納入

を定めている。これらの国民の作成した知的・
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文化的財産は国民の利用に供されると同時に、

将来に向かって文化財として保存蓄積される。

市場に流通する著作物は、市場での流通のプ

ロセスがいったん終了すると（つまり市場に

出しても採算が取れなくなると）、入手するこ

とはきわめて困難となる。国立図書館が納本

と納本された出版物の保存の義務を負ってい

るのは、国民の文化への国民のアクセスを長

期にわたって保障し、将来に継承するためで

ある。

　国立国会図書館は、その理念に基づき、こ

れまでもさまざまな出版物を収集し、保存し

てきた。これらの文化遺産の保存は、アナロ

グであっても、ディジタルであってもその本

質的な意味は変わらないものと思われる。電

子的情報流通の時代に、たまたま情報の形態

がディジタルであるために、収集も保存もさ

れず、未来にも伝えられないということにな

れば、高度情報社会の意味そのものが問われ

ることになるだろう。国立国会図書館では、情

報の形態がアナログであれ、ディジタルであ

れ、我が国で出版されるあらゆる形態の出版

物を収集、保存・蓄積し、国民の文化財とし

て未来に継承することが望ましい。

　また、従来の印刷出版物についてもディジ

タル化して保存、使用することにより、原本の

酸性紙による劣化や利用による傷みを最小限に

抑えることができるとともに、ディジタル・

データとしての活用が可能となる。同時に、

ディジタル・データをネットワークを介して提

供することが可能となり、遠隔地から利用した

り、一つの資料を異なる複数の場所で閲覧する

など、利用の利便性が大きく向上する。電子図

書館においては、これらの技術を用いて国立国

会図書館が所蔵する文化財としての情報資源を

保存し、我が国のディジタル・アーカイブとし

ての役割を果たすことができる。

　このように電子図書館は利用における利便性

を向上させるだけでなく、原資料の保存と継承

の面でも貢献する。

2.5. インターネット情報時代の要として

2.5.1. インターネットを介した電子図書館サー

ビスの提供

インターネットはメールやニュースといっ

た機能を中心に、主に学術研究者が閉じられ

たアカデミックな世界の中で 1980年代から利

用してきた。しかし、技術的にはWWW技術

の出現を契機に、社会政策的には米国の情報

スーパーハイウェイ構想や世界各国が協調し

たネットワーク整備により、今や全世界的な

巨大な情報集合体として成長しつつある。利

用者は、学術研究者のみならず、企業や一般

家庭にまで広がっている。国内においては、光

ファイバーによる基幹ネットワークが整備さ

れ、大学等を中心とした学術研究ネットワー

クが発展し、インターネット接続業者が多数

出現したことによって、個人の利用環境も整っ

てきた。すでに、国民の情報アクセス機構と

して、インターネットは広範に利用されつつ

あり、また、この間の急速な成長から、今後

ますます多くの利用者が利用するようになる

こと、またますます魅力的なコンテンツとサー

ビスがインターネットを通じて入手できるよう

になることが期待できる。国立国会図書館が電

子図書館サービスを提供するネットワーク基盤

としては、現時点ではインターネットを利用す

ることが適切であろう。

　電子図書館の利用者は、必要な時に、必要

な場所でインターネット上の電子図書館サー

ビスにアクセスし、求める情報がどこにある

のか調べることができ、さらに情報そのもの

（一次情報）まで入手することができる。電子

図書館は、利用者が求める情報に導くための

ナビゲーション機能と、利用者に有益な情報

を提供するためのクリアリング機能を備える。

2.5.2. インターネットのアクセス支援の要
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インターネット自体、比喩的に「集合的な

バーチャル電子図書館」であると呼ばれるこ

とがあるように、インターネットと電子図書

館とは近い関係にある。しかし、インターネッ

トは電子図書館そのものというよりは、電子

図書館を収める器であり、同時に電子図書館

に接続する手段であると考えられる。

インターネットは巨大な情報集合体である

がゆえに、その膨大な情報の中から利用者の

求める情報を適切に探し出すことが困難であ

り、利用者が必要とする情報を適切に提供す

ることが最も重要な課題となっている。よく

言われるように、インターネットの情報は玉

石混交であり、またそれがインターネットの

魅力になっている面もある。もちろん、イン

ターネットからも「玉」の情報は豊富に引き

出すことができるが、現時点ではその多くの

情報は印刷物でいうパンフレットのレベルの

情報にとどまることが多い。本格的な調査や

学術目的でインターネットを使っても、断片

的な情報は多く入手できるものの、体系的に

理論立てた論説などは印刷物である図書や雑

誌論文に頼ることが多いものと思われる。

　しかし、現在のインターネットのコンテン

ツでインターネットを判断するのは時期尚早で

ある。さまざまなコンピュータが網の目状に接

続され、誰でも、普通のパソコンでネットワー

クに接続すれば、自由に情報の受発信ができる

仕組みとしてのインターネットは、これからま

すます発展するであろう。しかし、インター

ネット上でのコンテンツが整備されてゆくのは

これからである。インターネット上のコンテン

ツにとって要となるのは、今後電子図書館が提

供するコンテンツである。

　これまでも図書館は、広く情報を集め、提

供する社会的な仕組みであったが、誰でも簡

単に情報を入手できる仕組みとしてのインター

ネットに電子図書館が接続することで、イン

ターネットは知識・情報へのアクセス手段とし

て、これまでよりもはるかに充実し、強力なも

のになる。また、電子図書館が提供する情報の

信頼性や価値のある情報とそうでない情報を篩

（ふるい）にかけるフィルタリングの機能によっ

て、インターネットはこれまでよりもはるかに

信頼でき、頼りになる巨大情報源となるだろう。

また、これまでのインターネットが「現在の」

情報を提供するものであるのに対し、電子図書

館が提供する「過去から現在までの」文化的、

歴史的な知識や情報は、インターネットに文化

と伝統の厚みをもたらすものとなるだろう。

2.6. 利用者はどのように電子図書館を利用す

るのか

2.6.1. 国民への読書支援

　国立国会図書館の提供する電子図書館サー

ビスは、ネットワークを利用する遠隔サービ

スと国立国会図書館に来館した人に対する来

館者サービスとの二つのサービスに分けられ

る。

(1) 遠隔サービス

　遠隔サービスは、利用者がインターネット

を介して国立国会図書館の電子図書館にアク

セスすることによって利用するサービスである。

　利用者は電子図書館が提供するナビゲーショ

ン機能の支援を得て、検索キーワードの入力

やメニューからの選択等の操作を行いながら、

自分の求める文献を探すことになる。

　利用できるコンテンツは、国立国会図書館

が作成するさまざまの書誌や索引等のデータ

ベース、国立国会図書館がこれまでの印刷物

やマイクロ形態刊行物を遡及的に電子化した

ディジタル・アーカイブの文献、出版者から

提供を受けるさまざまの電子形態のテキスト、

どの図書館がどのような本や雑誌をもってい

るのかを調べることのできる総合目録データ

ベース、立法・司法・行政機関が刊行する国

の刊行物、さらにインターネット上の重要な
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情報資源等、さまざまである。

　利用者は求める文献の所在が分かると、電

子化された一次情報が国立国会図書館の電子

図書館サーバ上にある場合はそれを遠隔地か

ら閲覧することができる。また、まだ電子化

を行っていない図書や雑誌等の印刷出版物を

利用者が閲覧したい場合は、求める印刷出版

物をどこの図書館が所蔵しているのか知るこ

とができる。また、一般に販売されている文

献資料については、利用者がそれを購入した

い場合、購入に必要な情報を知ることができ

るほか、ネットワーク上での出版者のサービ

スにアクセスできるように案内する。さらに、

国立国会図書館のサーバ上に出版者が自らデー

タを置き、課金等を行うことのできるレンタ

ル・スペースを用意し、利用者の求める文献

資料がレンタル・スペースにある場合はそこ

に案内することとなる。

　もちろん、国立国会図書館が所蔵する図書

や雑誌のコピーを遠隔地から注文することも

可能となる。

(2) 来館サービス

　国立国会図書館への来館者は、従来からの図

書館サービスのほか、来館者用の電子図書館

サービスを受けることができるものとすべきで

あろう。来館者用の電子図書館サービスでは、

遠隔サービスに相当するサービスをはじめ、来

館者用に準備する設備を利用したサービスを受

けることになる。例えば、大型のディスプレイ

を用いた高精細表示サービス等が考えられる。

また、電子図書館を利用して、国立国会図書館

の所蔵する文献資料の貸出しや複写サービス等

を受けることができる。

　これまで多くの場合、遠隔地の利用者も国

立国会図書館のサービスを受けるために来館

して資料を利用していたが、物理的な限界か

らきめの細かなサービスが必ずしも実施でき

てきたわけではなかった。しかし、来館しな

くてもすむ多くの利用者が、遠隔地から直接電

子図書館のサービスを受けることが可能になる

と、来館利用者は来館しなければ達せられない

目的をもった利用者となるだろう。それらの利

用者に対しては、来館者ならではの専門的な案

内やレファレンス・サービスを行うことが可能

になる。

(3) 読書支援サービス

　遠隔サービス、来館者サービスともに、電

子図書館ならではの新しいサービスを受ける

ことができる。例えば、外国語の自動翻訳サー

ビス、辞書サービスなどがある。これらのサー

ビスが具体的にどのようなものになるのかは、

電子図書館の成長、発展のプロセスで、電子

図書館と利用者との接点の中から、多様な

フィードバック・プロセスを経て固まってい

くことになるだろう。

2.6.2. 学術研究者の研究支援

　研究者の仕事時間の多くは文献探しに当て

られるものだといわれている。これまでも各

種の専門データベースにより、手作業での文

献探索の時代よりは効率よく、文献探しがで

きるようになってきている。しかし、文献の所

在を探し出した後、実際に文献を入手するには

相当の手間と時間を要し、また必ずしも必要な

文献を入手できるという保障もなかった。研究

のための文献調査は、多くの関連する文献の比

較対照や膨大な数の文献の参照を必要とする。

　これまで国立国会図書館では、閉架式書庫の

制約もあり、利用者が効率よく大量の文献を参

照するには必ずしも適切ではない面もあった。

電子図書館では必要な文献の所在調査を行い、

その文献自体が電子化されていれば、即座にそ

の文献を参照することが可能である。このよう

に電子図書館は、研究者の研究の生産性を大幅

に向上させるとともに、より質の高い研究を行

うことを可能とする。また、電子図書館で重要

な点は、研究者が研究を行っている研究室や書



28

斎を離れることなく利用できる点である。学術

研究者が研究室で論文を執筆しながら、不明な

点、究明すべき課題に行き当たった時に、その

場において必要な文献を調査し、参照できるメ

リットは大きい。

研究者は、電子図書館を利用することによっ

て従来の図書館よりも効率的に自分の求める

論文や文献を探し閲覧することができ、また、

貴重な文献資料を高度な研究に耐え得る精度

で得ることができる。さらに、今後、国立国

会図書館の電子図書館がプライベート・ライ

ブラリの制度を設けるのであれば、登録した

研究者は、研究者毎に自分の必要な文献を格

納できる書庫を使うことができるようになる。

2.6.3. 産業社会への情報提供支援

　学術研究者にとって電子図書館がその研究

の生産性を大幅に向上させるのと同様に、産

業社会にとっても、電子図書館のメリットは

大きい。

　学術研究と同様に、あるいはそれ以上に、産

業の分野では、情報は必要とされるその場、そ

の時において、迅速、的確に提供されることが

求められる。

　現代の産業は知識・情報に依存した構造に

なっており、産業社会は実は知識社会でもあ

る。たとえば、建築会社で建築設計を担当し

ている技師がある種の建築物の設計を行って

いるとする。彼はさまざまな建築設計図集を

参照したり、建築力学構造のデータを調査し

たり、また建築関連の法令や規則等を調ベた

りする必要があるだろう。すべての仕事は期

限があり、あまり時間的余裕のない中で仕事

をすることが多い。本来、十分に時間があれ

ば行うべき関連する周辺領域の調査も、図書

館に出向いての調査では望むべくもない。産

業界で働くこのような人にとって、CADで設

計図面を引くその同じパソコンやワークステー

ションで、必要な時に、その場を離れること

なく、必要な情報を入手できるのであれば、生

産性が向上するだけでなく、創造性や仕事の

質が高まることが容易に推測できる。

　この建築会社に勤める設計技師と同じよう

な仕事をしている人は、あらゆる産業のあら

ゆる部署に存在する。各種製造業はもちろん

のこと、第三次産業においても、さまざまな

企画立案、マーケティング調査等で電子図書

館は有効に活用されるものと思われる。

　電子図書館の発展は、産業の活性化と新し

い創造性を生み出すものであり、我が国の産

業・経済の発展とは無縁でないのである。

2.6.4. ハンディキャップのある人に対する支援

　国立国会図書館の実施する電子図書館は国

民に広く公平にサービスをすることが原則で

ある。国民の中には健康な人もそうでない人

もいる。また、障害をもつ人ももたない人も

いる。また、今健康であり、障害をもたない

人であっても、いつまでもそうであるという

保障はない。国立国会図書館の電子図書館に

おいては、健康であってもなくても、また障

害があってもなくても、等しく図書館の情報に

アクセスできることが望ましい。

これまでの来館型の図書館においては、図

書館に行くということだけで、自宅から出る

ことのできない病人、高齢者、障害のある人

にとっては使いにくいものであった。その点、

電子図書館であれば、自宅から必要な知識・情

報にアクセスできる点ではるかに使いやすい

ものとなる。また、情報処理技術の進展によっ

て、目の不自由な人に対する活字の読み上げ

機能、活字の自動点訳システム、音声による

電子図書館の操作等が徐々に実現しつつある。

また、キーボード操作に慣れていない人、四

肢が不自由なためキーボードを扱うことので

きない人もいる。これらの人々に対して、電

子図書館ではできるだけ誰でも利用できるよ

うに配慮する必要がある。
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　ただし、これらの技術は電子図書館の技術と

いうよりは、コンピュータ技術として提供され

るため、キーボード操作の簡便さ、表示の見や

すさ等、ハンディキャップのある人の情報アク

セスを保障するため、電子図書館の立場からコ

ンピュータ・メーカなどに対し技術開発を促進

するよう要請する形での取組みになるだろう。

2.7. 図書館、情報関連機関との協力活動

　図書館は社会の中にあって、図書館だけで

自立して活動しているわけではなく、知識や

情報の大きなコミュニケーション・プロセス

の中に位置づけられている。知的な創作活動、

生産活動を行う著者や編集者、新聞、出版、放

送等のメディア、教育研究機関、産業界等、社

会のさまざまな場所で発生する情報を収集し、

組織化して提供しているわけである。また、利

用者にそれら知的活動の成果を提供するに当

たっても、単独の図書館でそれを行うという

よりは、広く図書館が協力しあい、図書館総

体として国民の知的ニーズに応えている。た

とえ国立国会図書館であっても、すべての情報

を収集できるはずはなく、また国民の多様な知

的要求にすべて応じられるわけではない。電子

図書館においても同様である。それどころか、

電子図書館はこれまでにはない、広範囲での情

報の遍在を前提とし、それぞれが対等に協力し

あう分散型ネットワークと想定することができ

る。

　国立国会図書館はこれまでややもすると、国

の中央図書館として、他の図書館と協力して

事業を行うというよりは、他の図書館への片

方向の協力活動を行ってきたが、情報ネット

ワークの世界、とりわけインターネットの世

界においては、協力機関が平等の立場で、そ

れぞれが網の目状に結びついて協力し合うこ

とになる。国立国会図書館が実現する電子図

書館は、そのような互恵的な情報ネットワー

クの中で、中心的なノード（網構造の結節点）

の役割を果たすことになる。

　また、これまで図書館の協力活動は図書館

界の中で行われることが多かったが、電子図

書館においては、図書館界にとどまらず、さ

まざまの情報関連機関との幅広い協力活動を

行うことができる。もちろん図書館相互の協

力は重要であるが、各種の専門情報機関、教

育研究機関、マスメディアや産業界を含めた

さまざまな機関が、電子図書館の協力機関と

して、国民に対して情報を提供する基盤を構

成することになる。

2.7.1. 内外の図書館との協力

　電子図書館は国立国会図書館だけが進めて

いる事業ではなく、国内外の多くの図書館が

関心をもち、取組みを行っている。国立国会

図書館は世界に対して我が国を代表する図書

館であると同時に、国内にあって中央図書館

としての役割をもっているため、図書館との

協力に当たっては、国内外の図書館との協力

活動を進める必要がある。

(1) 国際的な図書館関係機関との協力

　世界中の文献を、世界のどこからでも把握

でき、利用できるようにするという理想は、20

世紀初頭からの国際的な図書館人の目標であ

り、それを実現させるためのさまざまな試み

が行われてきた。ユネスコ（国連教育科学文

化機関）は、科学技術情報の国際的流通を促

進する一方、図書館・文書館、情報機関を網

羅する情報ネットワーク構築を提唱してきた。

ユネスコが提唱した出版物の世界的入手利用

（Universal Availability of Publications: UAP）

の理念は、電子図書館にも当てはまる。

　これまで、ユネスコや国際図書館連盟

（IFLA）などは世界の国々の利用者が相互に世

界の国々の出版物を利用できるようにするた

めに、国際標準図書番号、国際標準逐次刊行

物番号、書誌情報の国際的標準化等を着実に

進めてきた。また、国立図書館長会議
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（CDNL）は、国際図書館連盟と密接な連携の

もとに運営されている。特に国立国会図書館

が電子図書館を実現するに当たっても、世界

の国立図書館とはともに協力してゆく必要が

ある。

　さらに、1995年 2月に開かれた「情報社会

のための G7通信関係閣僚会議」で始まった

G7電子図書館プロジェクトとの協力も重要で

ある。このプロジェクトは、米国ゴア副大統

領が提唱した全米情報基盤（NII）を世界規模

に拡大し世界情報基盤（GII）を構築すること

をめざして、G7各国共同の取組みが必要な分

野を 11選んだが、その一つの分野として取り

組まれており、我が国とフランスが共同幹事

国として推進している。さらに、米国、欧州

を中心にさまざまな電子図書館の試みが行わ

れており、それらと連携し、また成果を共有

しつつ進める必要がある。

(2) 我が国の図書館との協力

　我が国でもすでにいくつかの公共図書館が

インターネットに接続し、所蔵目録情報等の情

報をWWWで提供しはじめている。さらに、よ

り先進的な図書館にあっては、単独で、あるい

は博物館や美術館等の文化機関と協力し、貴重

書等の蔵書をディジタル化し、電子図書館志向

のサービスに取り組み始めている。国立国会図

書館と言えども、1館ですべての利用者からの

すべての情報ニーズを満たすことができないた

め、さまざまな図書館が、それぞれの地域や分

野について、特色を出しながら電子図書館を構

築し、相互に連携・協力を行うことが、我が国

全体として豊かな電子図書館環境を構築するた

めに必要であろう。国立国会図書館はそれぞれ

の図書館が有機的な連携を図ることができるよ

うに連絡・調整を行うとともに、利用者から見

た時に、国立国会図書館の電子図書館にアクセ

スすれば、他の図書館の電子図書館にも案内で

きるようなナビゲーションの仕組みをもつこと

が重要である。

① 公共図書館

公共図書館のもっている蔵書を相互に利

用するためには、どのような資料があるの

か適切に検索できる書誌がなければならな

いが、これまで公共図書館の書誌情報を統

合的に検索できる仕組みがなかった。平成

6年度から、国立国会図書館と情報処理振興

事業協会（IPA）が共同で実施してきた総合

目録ネットワーク事業において、全国の図

書館の所有する書誌情報の総合的なデータ

ベースが統合され、一元的に利用すること

が可能となった。平成 10年度からは、国立

国会図書館が主体的にこの事業を展開する

ことになるが、この総合目録を一つの書誌

的な基盤として、全国の公共図書館との協

力を強化することが望ましい。また、今後、

地域の特色を生かした公共図書館を基盤と

した電子図書館が構築されることになるが、

国立国会図書館はそれらの電子図書館とも、

適切な協力、連携が必要である。

② 大学図書館

　大学図書館ではすでに学術情報ネットワー

クが普及し、書誌情報の共同利用、資料の

相互貸借が進められている。また、インター

ネットに接続し、所蔵情報を公開している

図書館も多い。国立国会図書館は大学図書

館に対して、これまでも貸出し、レファレ

ンス・サービス等の協力活動を行ってきて

いるが、電子図書館においては、国立国会

図書館の電子化情報を大学での研究・教育

で積極的に利用してもらうことが必要であ

る。さらに電子図書館を進めている大学図

書館も多く、それらの電子図書館との協力、

連携も重要である。

③ 専門図書館

特定の利用者に対して特定主題の資料を

提供し、情報サービスを行う専門図書館と
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の協力も重要である。専門図書館には、地方

議会、官公庁、企業体、各種団体等に付設さ

れた資料室や図書室などがあるが、それら専

門図書館はそれぞれの専門分野での情報サー

ビスに特色をもっており、今後国立国会図書

館の電子図書館の内容を豊かなものにするた

めにも、これらの専門図書館との協力、連携

は重要である。

2.7.2. 専門情報機関との協力

　文献に基づく知識・情報の提供を行う機関

として、専門情報機関もまた電子図書館の重

要なパートナーである。

　例えば、科学技術の分野においては、我が

国における科学技術情報分野の中枢的機関と

して国内外の科学技術情報を収集・処理・提

供し、我が国の科学技術の振興に寄与してい

る科学技術振興事業団は、すでに科学技術の

全分野を網羅する世界最大級の科学技術文献

データベースの作成・提供をしている。

　また、文部省学術情報センターは、大学共同

利用機関として、学術情報の収集、整理、提供、

さらに学術情報及び学術情報システムに関する

総合的な研究及び開発を行っている。学術情報

センターでは、すでに学術情報ネットワーク、

目録所在情報サービス、情報検索サービス、電

子図書館サービスで先進的な活動を行っており、

大学を中心とした学術研究の分野では重要な情

報基盤となっている。これらの機関とは、国立

国会図書館が電子図書館を構築するに当たって、

パートナーとして協力、連携、調整を図る必要

がある。

　さらにそれ以外に、さまざまな分野におい

て積極的な活動を行っている専門情報機関が

ある。特許情報に関する(財)日本特許情報機

構、規格情報に関する(社)日本規格協会など

はその例である。これらの機関との協力も積

極的に行う必要がある。

2.7.3. 教育研究機関、社会教育関連機関との

協力

　図書館や図書館と関連の深い専門情報機関

との協力の他に、電子図書館においては、教

育研究機関や社会教育関連機関等と直接協力

することも考えられる。大学、大学附属研究

機関は学術情報の生産者としてはもっとも重

要な機関である。大学図書館や研究所附属図

書館を通じてこれらの機関と協力するという

場合もあるが、大学や研究所が自らその研究

成果をWWWで発信するということもありう

る。また、電子図書館が提供する電子的なコ

ンテンツは、教育・研究の場で有用なもので

あり、教育・研究の場と直接に協力すること

で、情報の提供を受けやすく、また利用ニー

ズに合致させることも可能になる。小・中・高

等学校においても同様である。米国の例では、

電子図書館の主要なユーザ・グループの一つ

として学校児童が挙げられているように、学

校教育に電子図書館が役立つものであり、学

校も視野に入れた協力も考慮する必要がある。

　また、ディジタル・コンテンツという点では、

図書館と博物館、美術館、文書館等の社会教育

施設との差違は徐々に希薄になってきている。

これまで取り扱う対象が異なることで、協力関

係が密接であったわけではないが、利用者から

見ると、文化機関としてディジタル・コンテン

ツを提供するという点で、共通する面が多い。

電子図書館では、これらの関連機関との協力も

強化すべきである。

2.7.4. さまざまな情報関連機関との協力

　このように電子図書館においては、従来か

らの図書館協力の枠をはみ出して多くの機関

との協力が求められるが、電子図書館が

WWW上での情報発信の基盤であれば、従来

からの組織の枠組みとは別の協力の枠組みを

設定することが可能である。

　電子図書館は、当面文献情報がそのサービ

スの主体となるが、知識や情報がディジタル
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形式で表現されるようになると、多様な機関が

電子図書館と関係をもつようになる。情報の生

産、発信、提供というプロセスに関わる多くの

機関が電子図書館の協力機関となる可能性が高

い。新聞社、出版社、放送局等のメディア産業、

劇場、コンサート・ホール、映画館等の文化施

設、さらには情報の作成や編集を行っている多

数の団体、個人も電子図書館の協力者となりう

る。多くの人々が文化的な基盤としてその重要

性を認識し、仕事や生活にとって不可欠な機構

だと見なすようになることが電子図書館の発展

を促す。その意味でできるだけ多くの機関が電

子図書館に参加でき、それらの機関と協力しつ

つ、電子図書館を構築することが望ましい。

3. 電子図書館の蔵書―文化の保存と提供

3.1. 資料保存における国立国会図書館の役割

　国立国会図書館は国の出版物を網羅的に収

集保存し、国会、行政・司法機関、国民に提供

するために設けられた唯一の国立図書館である。

　国立国会図書館は、国の出版物を納本制度に

より網羅的に収集しているが、これまで述べて

きたように、情報の記録される媒体や提供方法

が変化してきている現在、制度に規定された記

述の範囲で出版物の概念が捉えにくくなってき

ている。いわゆる図書館資料という概念が変

わってきており、内容も、例えば電子図鑑、電

子百科事典のように文字テキストだけでなく、

カラー画像や、音声、動画までを含むマルチメ

ディア資料も多く出版されている。また、イン

ターネットで提供される電子ジャーナルや研究

報告書、政府情報等のオンライン情報など多様

である。

　国立国会図書館はディジタル・アーカイブ

機能を備えた、膨大な資料情報の提供機関と

しての役割が期待されている一方で、日本文

化の保存機関として、情報資源の活用を将来

にわたって保障するために、資料の損耗・劣

化に長期的に対処し、また、大規模災害等によ

る資料消失の危険性に備える必要がある。保存

の目的は、長期に安定した提供をすることにあ

る。電子化はこれに対する有力な答えの一つと

してあり、国立国会図書館の最終的なアーカイ

ブの機能と利用者の利便性を保障していくため

には、これらの収集、保存、提供のバランスを

保つことが大切である。

3.2. 国立国会図書館が提供する電子図書館

の「蔵書」

　国立国会図書館の電子図書館がサービスの

対象とするべき蔵書は原理的には国立国会図

書館が入手し提供しうるすべての情報源であ

る。そして図書館サービスの目的は、資料の

媒体の種類によらず、総合的に利用者の要求

に応じた資料情報に案内し、一次文献の提供

を行うことにある。広い意味での電子図書館

は利用者の最終目的とする資料が電子化されて

いるか否かにかかわらず、紙や電子の媒体が融

合したハイブリッドな図書館であることをめざ

すものである。しかし、利用者の「今すぐ」と

いう要求に対して応えられる手段は電子的なも

のに限られる。それゆえ本章のコンテンツに関

する記述においては、既存媒体については述べ

ず、狭義の電子的情報を扱う側面に限って述ベ

ることとする。

　国立国会図書館にとっての電子的資料は作

成される場所や提供の観点から三種類に大別

される。

　第一に、外部で電子化されている資料であり、

CD-ROM等のいわゆるパッケージ系電子出版

資料やオンライン出版、そして潜在的には電子

組版データなどの電子化テキストがある。

　第二に、国立国会図書館自らが蔵書を電子

化するものである。

　第三に、外部機関が提供しているコンテン

ツとしての電子化資料である。

国立国会図書館は利用者の要求に応えるた
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めに、自ら所蔵する資料にとどまることなく、

外部の情報資源をも直接に間接に提供あるい

は案内することが必要である。

　電子化資料を情報の性格で分類すると、書

誌や目録、目次や抄録等の資料に関する二次

情報と、資料の本文など資料そのものである

一次情報の二つに分けられる。電子図書館の

利用に関しては、国立国会図書館内における

利用と館外からのアクセスとに分けられ、後

者はさらに他の図書館からのそれと、他の機

関や個人等に分けられる。

　本章では国立国会図書館が提供する電子図

書館サービスで扱うコンテンツについて、国

立国会図書館が独自に作成するもの／外部機

関の提供するもの、資料に関する情報／資料

そのもの、電子化されているもの／そうでな

いもの、有料／無料、画像情報／文字テキス

トなど、いくつかの切り口に分けて想定し記述

する。

3.2.1. 資料に関する情報

　国立国会図書館は、自らの蔵書に関する基

本的な情報をはじめ、国内・国外の諸機関が

所蔵する情報への案内と入手に関する手続き

や条件等の情報を提供するべきである。

(1) 国立国会図書館が作成する各種の書誌情

報や各種文献に関する情報

① 国立国会図書館が所蔵する資料全てに

ついて国民が適切な方法で簡便に検索でき

るようにすることが望まれる。特に「国の

蔵書」として日本国内の出版物や日本関係

の資料に関しては重要である。

② 国立国会図書館が外部機関と共同で作

成する総合目録類。これらは目的に応じて

適切な範囲でネットワークを介して提供す

る。内容としては、参加機関の書誌情報に

代表される各種情報源の総合目録および電

子化情報の台帳などが考えられる。

(2) 外部機関が提供している情報

① 国立国会図書館が所蔵していない資料に

ついては外部のデータベースヘのアクセスを

提供し、適切に体系化したリンク情報を提供

する必要がある。また、特に協力機関との間

では、可能であれば、ゲートウェイ・サービ

スを行う。特に、海外の情報、他の図書館の

OPAC (Online Public Access Catalog: 公開

コンピュータ目録) ヘの案内等は基本的な

サービスであろう。

② 利用者の利便性あるいは資料保存に役

立つと考えられる場合は、出版者等の商用

データベース・サービスヘの仲介も考えら

れる。例えば、出版情報や在庫情報を仲介

することにより利用者の資料購入の便宜を

図るなどがある。

③ 外部機関が提供する国立国会図書館作

成のデータベース。

④ 国内電子化資料の台帳（インベントリ）。

資料群レベル、個別資料レベルがありうる。

これまで国立国会図書館が図書や雑誌等の

印刷媒体資料に果たしてきた全国書誌作成

事業に相当するもので、全国の図書館等が

作成する電子化資料を対象とする。

⑤ 広くインターネット資源を適切に保存

し、また案内、誘導する。

3.2.2. 資料そのものの提供または案内

インターネット上で一次情報にアクセスで

きることは、電子図書館の大きな効用である。

可能な限りの一次情報を提供していくことが

望まれるが、著作権等の椎利を考慮する必要

のあるものも多い。（著作権等の制度面に係る

問題については、第 4章を参照。）提供に際し

ては二次情報と体系的にリンクすることによっ

て、利用者が使いやすいものとする必要があ

る。以下、提供または案内を行うことの考え

られる資料のカテゴリーを示す。

(1) 国立国会図書館のもつ電子化資料

① 国立国会図書館の収集する電子化資料
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・オフライン系の電子化資料：パッケージ系

の電子出版物。出版者等から提供を受ける

電子的組版情報などの印刷出版物の電子化

情報

・オンライン系の電子化資料：学術情報、政

府情報等のうちオンラインで流通してい

る情報

② 国立国会図書館の蔵書を電子化した資料

　「ディジタル・アーカイブ」として国立国

会図書館が印刷物やマイクロ資料などの出

版物を遡及的に電子化するもの。

③ 電子図書館レンタル・スペース

利用者の利便性あるいは長期展望に立っ

て資料保存に役立つと考えられる場合、出

版者等の商用データベース・サービスを仲

介することもありうる。また、電子出版資

料のアーカイブの構築を目的とし、「電子図

書館レンタル・スペース」を設け、出版者等

の仮想店舗を国立国会図書館の電子図書館内

に出店してもらうことも考えられる。このス

ペースは著作権の関係で提供のできない出版

物への利用者のアクセスを保障するとともに、

出版界との密接な連携を保つための協力事業

として想定する。

(2) 外部機関の作成するデータベースへのア

クセス

サイト・ライセンスまたはゲートウエイ・

サービス等の手段で、外部機関の作成するデー

タベースへのアクセスを仲介することが考え

られる。

(3) 外部機関の提供するインターネット情報

資源へのリンク

インターネット資源にはさまざまの有用な

情報が存在している。特に、海外の情報につ

いては、国内の図書館等で資料収集が十全で

ないことから、これらを整理して適切に案内

できるようにすることが重要である。

(4) インターネット情報資源の収集

　更新等によって消滅するおそれのある、重要

かつ学術的価値の高いインターネット上の情報

を、情報収集ロボット等を利用して収集し、適

切に保管・提供を行う。

3.2.3. 提供優先順位

　基本的には以下の優先順位に従って提供を

図ることが望ましい。しかし、これは必ずし

も順序立て、一つの項目を完了して次項目に

移らねばならないということを意味せず、予

算、他機関との協力関係、制度面の整備等を

勘案して提供を行う場合の目安を示している。

　「国の蔵書」の基本的な二次情報は最優先さ

れるベきである。一次情報については、文化

の保存の観点及び利用ニーズから優先度を考

慮する必要もある。特に学術的、文化的価値

の高いコンテンツには留意しなければならな

い。また、提供に当たっては、中立性、公平

性の確保に努めるとともに、国の機関として提

供すべきもの、民間機関が提供することが適切

なもの等の切り分けにも配慮すべきであろう。

(1) 資料所在情報：所蔵目録、目次情報、主題

書誌等の文献情報

(2) 他の図書館、電子図書館、主要な情報提

供機関の作成する情報へのリンク

(3) インターネット情報資源案内

(4) 文献そのもの（一次情報）

① 国立国会図書館に納本された電子化資料

② パッケージ系やオンライン系電子出版物

③ 国立国会図書館の活動に関する情報

④ 国立国会図書館の刊行物

⑤ 国会情報

⑥ 政府情報：国立国会図書館が収集、提

供する国会及び行政・司法機関の情報。カ

レントな情報は各機関への案内にとどめる

こともありうる。

⑦ ディジタル遡及変換資料

・電子化コレクションとして選定し編集し

た資料群
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・貴重書等の文化財的価値の高い資料で、

資料保存の観点から利用に制限を行って

いる資料

⑧ 著作権の存続期間が満了した資料

⑨ 実験や資料保存の目的ですでに電子化

を行った資料

3.2.4. 館内でしか利用できない場合

(1) 収集や納本の条件として館内提供しか認

められていない場合

(2) 著作権使用料の徴収が必要な資料で、料

金決済の仕組みが整うまでの期間

(3) 運用上館外提供に適さない場合（たとえ

ば、アクセスが極めて少ないと想定される場

合など。）

(4) その他、資料の性格上一般公開が適当で

ない場合

3.2.5. 国立国会図書館の蔵書を電子化するもの

　納本によって受け入れた資料について、で

きるだけ広く国民のアクセスを保障するとい

う観点から、また資料保存の観点からも、国

立国会図書館は可能な限り広範に電子化を進

めるべきである。しかしながら、利用頻度や

予算などを考慮すれば、おのずと電子化の優

先順位を設ける必要が生じることとなる。

　蔵書の電子化の優先順位は、基本的に提供

における優先順位と同じとする。ただし、文

化的価値の高いと判断される資料、電子化へ

の要望の高い資料、資料保存上緊急性の高い

資料などは、優先して電子化することが考え

られる。

3.3. ナビゲーションと多彩なリンク

　電子図書館は豊富な文献に関する情報や文

献をもち、利用者が簡便にそこに到達できる

ようにすることが必要である。そのために、分

かりやすく体系化した電子図書館の窓口を用

意する必要がある。

　電子図書館のサービスはインターネットを

はじめとするネットワークを利用して提供さ

れることになるが、さまざまなサービスが

別々の窓口で行われて、統一性を欠いたもの

であれば、利用者にとっては理解しにくいも

のになるであろう。そこで総合的な案内が必

要となってくる。インターネット上での総合

窓口は、国立国会図書館のホームページがそ

の役割を担うべきであると考えられる。

　電子図書館の窓口を国立国会図書館のホー

ムページと想定し、どのようなサービスが提

供できるか、また、どのようなナビゲーショ

ンができるかを以下に示す。

3.3.1. ナビゲーション

ナビゲーションは、ホームページをアクセ

スする利用者が、求める情報にたどりつくた

めに利用するサービスである。

(1) 検索

　利用者の指定した条件に適合する文献情報及

び文献そのものを検索し表示する。

① ホームページからの情報の検索

② FAQs (Frequently Asked Questions) 、

レファレンス事例集などの検索

③ 目録等の二次資料の検索

④ 一次情報の検索

(2) 情報の体系化

　インターネット・リソースや各種情報を、効

率よく活用できるように分類し整理すること

によって、利用者を求める情報に効率的に案

内する。

① 他機関へのリンク・リストを体系化し

て提供する

② 他機関のデータベースを横断的に検索

する機能を提供する

3.3.2. 具体的なサービス

(1) 情報提供サービス

　利用者は、ナビゲーションによって求める

情報やサービスに到達する。求める情報自体

を入手したり、ホームページ以外で提供する

サービスの申込みを行った時点で利用者のひ
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とまずの目的は完了する。

① 国立国会図書館の一次情報、二次情報

を提供するサービス

② 蓄積されたレファレンス回答など、国

立国会図書館が作成する情報を提供するサー

ビス

③ 利用案内等、国立国会図書館を利用す

る上で必要な情報を提供するサービス

(2) 双方向サービス

　従来から国立国会図書館が閲覧者向けに行っ

てきたサービスの延長線上の業務で、利用者

からのリクエストに対して、何らかのフィー

ドバックを必要とする。

① 複写依頼

② 資料等に関する問合せ（レファレンス・

サービス）

③ ニュース・グループ管理サービス

3.4. 情報の編集と編成

　電子図書館では図書館のもつすべての蔵書

を電子化できるわけではなく、テーマに沿っ

て、あるいは資料のカテゴリーに即して電子

化を行うところから、情報を生のままでなく、

適切に編集し、編成することが必要である。ま

た、電子図書館が提供する情報が膨大である

こともあり、利用者にとっての使いやすさに

ついても配慮する必要がある。

3.4.1. 主題の体系からのアプローチ

　図書館ではこれまでも図書館資料を主題で

分類し、組織化を行ってきた。電子化された

資料を分類するに当たってもっとも適切な方

法であるかどうかは別として、日本十進分類

法、国立国会図書館分類法、件名標目表等の

体系的な主題分析規則に基づく資料組織化に

ついては、すでに長い実績をもっている。電

子化資料においても、体系的な主題分類表に

従って、メニューをたどりながら、電子化資

料を探し出せると便利である。その場合、例

えば、モーツアルトについての文献を電子図

書館で探し出したい場合は、芸術→音楽→音楽

史→ヨーロッパ→オーストリアと一連の主題か

らたどってゆけば、モーツアルトに関する文献

を探し出すことができることになる。

3.4.2. テーマからのアプローチ

　この方法は利用者に関心の高いと思われる

テーマ、あるいは国立国会図書館が表現した

いテーマについて、関連する文献を電子化し

て提供するものである。例えば、本そのもの

に関しては、本の挿し絵、装丁、作家の直筆

等、国に関するテーマとして、憲法、選挙、戦

争と平和等、その時々の社会で話題になって

いる時事的なテーマとしては、オリンピック、

自然保護等、さまざまなテーマを考えること

ができる。選択したテーマについては、必ず

しも網羅的にすべての文献をリストアップす

る必要はないが、できるだけ体系的に理解でき

るようにバランスよく多くの資料を提供できる

ようにするとともに、テーマや資料選択におい

て中立性が求められる。

　なお、テーマからのアプローチにおいて、参

考図書型のアプローチも考慮する必要がある。

特定テーマについて、テーマを概説し、その

詳細を個々の文献で参照できるように、バー

チャルな参考図書からリンク付けがされてい

るという形態である。この場合、テーマの中

での位置づけを明確にした上で対象とするコ

ンテンツを探し出すことができるため、慣れ

ない利用者にとっては便利である。

3.4.3. 利用者からのアプローチ

テーマからのアプローチにおいては、利用

者の関心の高いテーマを選択することが望ま

しいが、国立国会図書館がテーマを決める場

合にも、利用者グループに諮り、テーマを決

めることが考えられる。また、テーマ決定に

おいて、インターネットでのリクエスト集計

や、利用ログ集計によるランキングでのテー

マ決定を行うことも考慮すべきである。さら
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に、多くの利用者が利用するコンテンツは、

他の多くの利用者にとっても魅力的なもので

ある可能性が高いことから、ランキング・リ

ストを公開すること自体が、利用者にとって

使いやすい電子図書館のガイダンスになるこ

とも想定できる。

3.4.4. バーチャル展示会

　国立国会図書館では、主として所蔵資料を

紹介することを目的として、これまでさまざ

まなテーマの展示会を開催してきた。また、比

較的小規模なものではあるが、常設展示にて

随時、その時々のトピックに関した資料の紹

介を行っている。

　これらの展示会では、展示資料に解説を付

け、体系立てて紹介するため、分かりやすく、

また普段見ることのできない貴重な書物を見

ることができる。ちなみに近年の展示会のテー

マを幾つか列挙する。「戦後の本で見る日本」、

「日本の地図展」、「江戸後期歌舞伎資料展」、

「出版のあゆみ展」、「自然を見る眼――博物誌

の東西交流」、「日本の議会 100年」、「大漫画

展」、「世界の中のニッポン」など。

　これらの展示会は通常開催期間が限定され

ているが、電子図書館においては終了した展

示会の展示品をいつまでも見てもらえるよう

にすることができる。また、何よりもわざわ

ざ訪問しなくても見ることができる点で、電

子図書館に適切なイベントであろう。今後、

展示会の企画を立てる際には、電子図書館の

一つのメニューとなることをあらかじめ想定

し、企画を立てることが望ましい。

3.4.5. 日本の記憶

   米国では議会図書館を中心としてNational

Digital Library計画というプロジェクトが進

行中である。これは、アメリカの文化と歴史

に関する写真、古写本、映画、音声等を電子

化する計画で、2000年までに、500万点を

ディジタル化することになっている。

フランス国立図書館においても、主題は百

科事典的に網羅するが、やはりフランスの文

化・歴史等のコレクションを作成し、ホーム

ページからの提供を開始している。テキスト

10万冊（約 3,000万ページ）、静止画 30万件、

音情報 1,000時間を目標に電子化資料と提供

の仕組みの構築は最終段階に至っている。

　日本においても、世界に向けて日本の文化

を紹介し、また我々自身が日本を再認識する

上でも、日本というテーマで電子図書館を構

築することも考えられる。その言わば

“Japanese Memory”とでも呼ぶベき電子図書

館のコレクションでは、日本の文化、歴史、風

土、民俗、音楽等に、テキスト、静止画、動

画、音も含めて、さまざまな形態の記録類を

電子アーカイブに蓄積し、利用者がさまざま

な観点で利用できるようにすることなどが考え

られる。

4. 電子図書館を実現するための制度

  図書館はこれまで印刷物をはじめ多様な形

態の記録された知識や情報を収集・保管し、

求めに応じて利用者に提供してきた。近年、

情報処理技術の急速な発展によって、従来の

印刷形態以外に、電子的な形態で情報が生産

され、流通するようになってきた。これら電

子形態の知識・情報も人間の思想や感情を表

現した文化的所産であることは、これまでの

印刷物と異なるものではない。電子図書館は

これまで印刷物や他の形態で記録された知識

や情報に対して果たしてきた図書館の役割を、

電子的な環境においても果たすことをめざす

ものである。

 図書館が利用者に提供する知識や情報の多く

は著作権が存在する著作物である。これら著

作物については、「著作者の権利及びこれに

隣接する権利を定め、これらの文化的所産の

公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の
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保護を図り、もって文化の発展に寄与すること」

を目的として著作権法（以後、「法」と言う。）

が定められている。第 4章では電子図書館が取

り扱うディジタル形式の著作物と従来の図書館

が取り扱ってきた印刷物等の著作物との差違も

考慮し、電子図書館を推進するに当たって関係

する著作権等の制度的問題について論点の整理

を行う。

4.1. 電子図書館推進に関わる著作権法上の

問題点

4.1.1. 現行著作権法によって付与されている

著作物等の権利

　著作権は特許権、意匠権、商標権などとと

もに、知的所有権の一つとして著作者の排他

的・独占的な権利を認める権利である。図書

館で取り扱う図書館資料には小説家が著述し

た小説、学者が執筆した論文、音楽家が作曲し

た楽譜、演奏家による音楽作品の演奏を複製し

たレコード等が含まれる。これらの小説、論文、

音楽のような著作物は著作権法によって保護の

対象となっており、原則として著作者の死後50

年間は保護される。これらの著作物の利用に係

る著作者の権利の内容は、以下のように人格権

と財産権に大別され、さらに利用方法等に応じ

て細分される。

(1) 著作者人格権：

　公表権、氏名表示権、同一性保持権

(2) 著作権（財産権）：

　複製権、上演権・演奏権、放送権・公衆送

信権等、口述権、展示権、上演権・頒布権（映

画の著作物）、貸与権、翻訳権・翻案権等、二

次的著作物の利用に関する権利

4.1.2. 現行著作権法によって許容されている

著作権の制限

　上記のように著作者には広範な権利が与え

られており、著作物を利用するときは著作者

の許諾を得ることが原則となっており、その

際使用料を支払うことも多い。しかし、いか

なる場合でも著作物を利用するたびに著作権者

の個々の許諾を得て、使用料の支払いを行わね

ばならないとすると、著作物の公正で円滑な利

用が妨げられ、かえって文化の発展を阻害しか

ねない状況も生じうる。このために、著作権法

においては、一定の場合には著作権を制限して

著作物を自由に利用できることとしている。著

作権法において著作権が制限される場合とその

条件については法30条～49条に定められてい

る。私的使用のための複製（法30条）、図書館

等における複製（法 31条）、引用（法 32条）、

教科書への掲載（法 33条）等がある。これら

の中で、図書館の活動と特に関係の深いものは

図書館等における複製を定めた法 31条の規定

である。

4.1.3. 法 31条で許容されている図書館等にお

ける複製の範囲

　著作権法においては、今日の図書館等におけ

る業務の実態にかんがみ、図書館等の利用者の

調査研究のため、あるいは図書館等の資料保存

のため必要がある場合には、著作権を制限して

著作権者の許諾を得ずに著作物を複製すること

ができることとしている。この著作者の権利の

制限については、次の要件を満たしていること

が必要とされている。

(1) 図書館等は公衆の利用に供しているもの

であること（法 31条柱書）

(2) 営利を目的としないこと（同上）

(3) 図書館等の所蔵の資料を用いて複製する

こと（同上）を条件とした上で、次のいずれ

かに該当すること

① 利用者の求めに応じる場合は、利用者

の調査研究の用に供し、公表された著作物

の一部分であり、利用者一人につき一部提

供すること（同条 1号）

② 図書館資料の保存のため必要がある場

合であること（同条 2号）

③ 絶版等の理由で入手が困難な場合に、他
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の図書館の求めに応じて複製すること（同条

3号）

4.1.4. 電子図書館が想定するサービスと著作権

　第 1～ 3章ですでに述べてきたように、電子

図書館は、これからの情報社会における国民

の情報アクセスの機会を広く保障するために、

既存の印刷物等のアナログ出版物のディジタ

ル変換、パッケージ系電子出版物の収集、ネッ

トワーク系の電子出版物やデータベース等の

収集等により、広く電子的な情報源を保存・蓄

積し、ネットワークを通じて利用者に提供す

るものである。これらのサービスは、コン

ピュータや情報通信機器の発展に支えられ、今

後の高度情報社会、ネットワーク社会におけ

る情報の新しい基盤として大きな可能性をも

つものである。しかし、これは情報通信技術

の進展が生み出した新たなサービス概念である

ために、従来の著作権法では明確に想定されて

いない。そのため、著作権との関連で解決すべ

きいくつかの課題が存在する。

4.1.5. 電子図書館サービスに関わる著作者の

権利

　これまで述べてきたように、電子図書館の

中心的な機能は、図書館が収集もしくは電子

的に変換した資料又は資料に関する書誌的デー

タに関するデータベースを維持し、利用者に

ネットワークを通じて提供することにある。現

行の著作権法に照らし、著作権の存在する著

作物に関して電子図書館サービスを行う場合

には、以下のような著作者の権利と関係する。

(1) 複製権（法 21条）

　図書館が紙形態又はマイクロ形態等の印刷

物を電子化し、サーバに蓄積する場合、また、

ネットワーク系出版物やパッケージ系電子著

作物をサーバに蓄積する場合、複製権が関係

する。さらに、利用者がそれらのプリントア

ウト、ダウンロードを行う場合も同様である。

なお、現行法では、31条（図書館等におけ

る複製）において、第 1号（利用者の調査研究

目的での複製）、第 2号（図書館資料の保存の

ための複製）及び第 3号（他の図書館からの依

頼による複製）に掲げる場合には複製権が制限

されている。

(2) 公衆送信権等（法 23条）

サーバに蓄積した電子著作物を通信ネット

ワークを介して利用者に提供することについ

ては著作者の公衆送信権等が関係する。ファ

クシミリで図書館資料を送信する場合も同様

である。また、自動公衆送信に該当する場合

は、サーバに蓄積する行為やサーバをネット

ワークへ接続する行為（「送信可能化」）自体

が権利の対象となる。

(3) 著作者人格権（同一性保持権）

　著作物の改変の可能性から、同一性保持権

（法20条）が問題になりうる。電子図書館とど

のように関わるかについて必ずしも明確ではな

いが、一部には電子化による用字の変更（旧字

体から新字体）、閲覧ソフトにより異なって表

示される画像の色、解像度による表示上の制約

等が著作者人格権の侵害に当たりうるのかとい

う懸念も出されている。

4.1.6. 電子図書館の推進に伴う著作権法上の

問題点

　4.1.5で記述したように、複製権、公衆送信

権等の著作者の権利は電子図書館が以下のサー

ビスを推進する場合に問題点として指摘され

る。

4.1.6.1. 図書館所蔵資料の電子化（データ

ベース化）に関する問題点

　電子図書館においては図書館の所蔵する資

料を電子化した上でデータベース化すること

が必要である。法 31条 2号において図書館資

料の保存のために必要がある場合については

複製が認められているが、このようなデータ

ベース化のための複製全般を、保存のための

複製の規定で読むことには無理がある。
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4.1.6.2. 図書館内における利用者へのサービス

に関する問題点

　電子図書館が電子化した著作物を利用者に

提供する場合、従来の複写サービスと同様に

著作物の一部をプリントアウトして利用者に

提供することについては法 31条 1号の適用が

考えられる。しかし、これはあくまでも図書

館等の管理下で複製が行われることを前提と

したものであり、図書館内の利用者が端末機

で自由に著作物を呼び出し、必要に応じてプ

リントアウトを行うことや、さらに図書館で

フロッピー・ディスク等の媒体にダウンロー

ドして自宅や職場に持ち帰り、再利用する場

合までは想定されていない。著作権のある著

作物に関して、このような利用者サービスを

電子図書館が実現するためには、図書館等が

利用者の複製行為をどこまでコントロールでき

るかという問題と併せて、利用者のプリントア

ウト、ダウンロード等について、著作権法上の

位置づけを明確にすることが必要である。

4.1.6.3. 図書館がネットワークを通じて行う

サービスに関する問題点

電子図書館のサービスの特色は、ネットワー

クを通じて、図書館に来館しない利用者に対

して、自宅や職場に、直接図書館の情報を提

供することにある。この電子図書館のサービ

スを推進するに当たって、以下のような著作

権法上の問題が発生する。

(1) 国立国会図書館と一般利用者間の利用

　著作権のある著作物に関しては、電子図書

館のサーバから利用者端末へのデータの伝送

に関し公衆送信権等の問題が生じる。その際、

利用者のプリントアウト、ダウンロード等の

行為をどこまで認めるかについても公衆送信

に係る許諾の条件として問題になりうる。来

館利用者の場合については、プリントアウト

やダウンロード等について、必要であれば一

定の規制を図書館側で課すことは可能である

が、ネットワークを通じた一般利用者を想定し

た場合には、利用者のさまざまな形態での二次

的利用を想定しておく必要がある。その際、利

用者の私的複製（法 30条 1項）との関係に留

意する必要がある。

(2) 国立国会図書館を構成する施設相互間の

利用

　国立国会図書館は現在、東京永田町の本館、

国会分館、支部上野図書館、支部東洋文庫及

び行政及び司法の各部門に置かれる支部図書

館から構成される。これらの施設は一つの国

立国会図書館として機能している。さらに、平

成 12年度には国際子ども図書館、また平成 14

年度には関西館の開館を予定している。国際

子ども図書館及び関西館は電子図書館をその

基本機能とする図書館であり、本館と有機的に

一体となって電子図書館の事業を推進すること

となる。国立国会図書館を構成する施設間にお

ける送信行為は、「同一構内」における送信に

は該当しないと考えられるところから、関西館

で電子化した著作物を本館や国際子ども図書館

でネットワークを通じて利用する場合などは、

公衆送信に係る権利処理を必要とする。また、

そのような送信を介して更にプリントアウト、

ダウンロード等を行うことについても検討する

必要がある。

(3) 国立国会図書館と公共図書館その他の図

書館との間の利用

　公立図書館等の公的な機関が国立国会図書

館が電子化した資料を利用する場合について

も同様である。

　国立国会図書館法では第 21条に規定する館

長の権能として、「国立国会図書館の奉仕及び

蒐集資料は、直接に又は公立その他の図書館

を経由して、両議院、委員会及び議員並びに

行政及び司法の各部門からの要求を妨げない

限り、日本国民にこれを最大限に利用させる。」

と規定している。また、同 21条 1号には「図
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書館の蒐集資料を国立国会図書館建物内で若し

くは図書館相互間の貸出で、または複写若しく

は陳列によって、一般公衆の使用並びに研究の

用に供する。」とあり、同21条2号に「あらゆ

る適切な方法により、…公務員又は図書館人を

援助する。」と規定している。これらの規定は、

国立国会図書館が行うさまざまな形態でのサー

ビスを、国立国会図書館の建物の中だけで行う

のではなく、公立図書館等に広く提供し、援助

するという精神を示しているものである。

　このような背景から国立国会図書館と公共図

書館その他の図書館との間において電子化され

た資料を相互に利用することが予想されるが、

その場合にも公衆送信権等の問題があり、また、

送信を介して更にプリントアウト、ダウンロー

ドなどの行為を行うことについても検討が必要

である。

　なお、現行の著作権法においては、利用者

の求めに応じて、あるいは資料保存のために

著作物を複製できることになっている図書館

は、著作権法施行令第 1条において地方公共

団体が設置する図書館や大学の付属図書館、科

学技術振興事業団など法令に規定を有する国、

地方公共団体、公益法人の設置する図書館等

で文化庁長官が指定するものと定められてい

る。

4.1.6.4. 電子図書館推進のための著作権問題

の克服

　すでに述べてきたように、電子図書館は新

しい情報通信環境でのサービスであるため、現

行の著作権法においては規定されていないさ

まざまな課題について検討し、望ましいあり

方を探る必要がある。現行法 31条の解釈に

よっては電子図書館を実現するのに限界があ

るため、ディジタル時代における国民の情報

アクセスの権利を、著作者等の権利の保護と

の均衡を保ちつつ、どのように実現するかが

課題であり、また、望ましい未来のために関

係者間で課題克服の努力を行う必要がある。

4.2. 図書館サービスの充実と著作権保護

4.2.1. 知識・情報提供における図書館の役割

　知識や情報を収集・保管し、求めに応じて

利用者に提供するという図書館の機能は、社

会的コミュニケーションにおける、知識と情

報の蓄積と再利用を保障するプロセスとして

考えられる。近年発生している電子形態の知

識・情報も人間の思想や感情を表現した文化

的所産であるが、その保存や利用については

ある面では印刷形態等の伝統的出版物よりも

立ち後れている面がある。書誌情報の整備、ア

クセスを保障するための制度、将来に伝えて

ゆく文化としての保存等についての社会的な

仕組みを考える必要がある。電子情報について

も、従来の印刷物同様に、保存し、アクセスを

保障することは、電子的情報流通の時代の図書

館が担うべき役割である。

4.2.2. 広汎なアクセス機会の提供

　図書館が果たす役割は、近代社会にあって

は、すべての国民に知識・情報へのアクセス

の平等な機会を提供することであり、開かれ

た社会、民主主義を支える基盤としての役割

だと言うことができる。

　そもそも知識や情報は、他の人々に報知さ

れ、理解されることを目的として生産され、流

通する。また、社会的コミュニケーションを

介して文化は生まれ、発展する。図書館はあ

る意味でそのような社会的コミュニケーショ

ンの基盤であり、市場で流通しなくなってい

る知識や情報を含め、人々にとって知識・情

報の寡占や格差のない広汎なアクセスの機会

を保障するものである。それは文化と民主主

義にとってかけがえのない機構である。また、

電子時代においては情報処理技術、ネットワー

ク技術を用いてさらに効果的にその役割を果

たすことが可能になってきている。

4.2.3. 電子図書館がめざす文化と民主主義の
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発展への貢献

　電子図書館は、これまでさまざまな理由で

図書館を十分に利用できなかった人々も、自

宅あるいは職場から、いつでも知識や情報が

必要とされる時に、必要とされる場所で、図

書館のもっている膨大な知識と情報をネット

ワークを介して利用することのできる環境で

あり、基盤である。電子図書館は従来から図

書館が担ってきた社会的役割を電子情報流通

の時代にも継承するものであり、また、国民

の知識・情報へのアクセスの機会を、現代の

情報通信環境の中で向上させることによって、

文化や民主主義の発展のための社会的基盤を形

成するものである。しかし、このような電子図

書館を実現するためには、知識や情報を生産し

た権利者の権利とこれらの公正な利用について、

広く社会的な合意が形成される必要がある。

4.3. 著作権の保護と公正な利用のバランス

4.3.1. 電子図書館における社会的公平の実現

　このように、これからの高度情報社会の中

で知識情報の基盤として電子図書館は重要な

位置を占めることになることが期待できるが、

このような電子図書館を実現するためには著

作権の保護と利用において適切なバランスが

保たれる必要がある。

　知識・情報の記録形態としては、ディジタ

ル形態もアナログ形態も文化的所産として異

なるものではない。しかし、その取扱いにつ

いては異なる側面があることは認識されるべ

きである。著作権法が目的とする「文化的所

産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権

利の保護を図り、もって文化の発展に寄与す

る」との法の精神が、電子情報流通時代に図

書館サービスを展開する場合にどのようにあ

るべきか、国民への電子情報の流通とアクセ

スを保障しつつ、権利への不当な侵害になら

ないように社会的公平の観点を考慮して検討

を行う必要がある。

4.3.2. 電子環境下における著作物利用の特色

　知識・情報の記録形態としては、ディジタ

ル形態もアナログ形態も文化的所産として異

なるものではないが、電子図書館を実現する

に当たって、電子著作物の特色を考慮する必

要がある。電子著作物の特色と取扱い上の問

題点のうちいくつかの点について以下に列挙

する。

(1) 複製物とオリジナルとの同一性

　電子著作物はオリジナルと複製物が全く同

一である。電子図書館が電子著作物の複製を

ネットワークを介し、不特定多数に頒布する

ことは、電子著作物のオリジナルを頒布する

行為と同様であり、著作者の権利と大きく関係

するものである。

(2) 複製、再送信又は編集・加工の容易性

　利用者による複製や再送信、あるいは編集、

加工が容易であることが電子著作物の特色で

もあり、その特色を生かすことは、電子的情

報流通の促進に役立つことである。しかし、電

子著作物でも権利者の権利を侵害するような

複製、再送信、編集、加工は認められない。電

子図書館の利用者は、電子図書館から入手し

た著作物について法に基づいた範囲で自らの

責任において利用を行うことになるが、著作

者にとっては、電子図書館の利用者が電子図

書館から入手した著作物をどのように利用す

るかが重大な関心事であり、また懸念を有す

る事柄であることを考慮し、電子図書館サー

ビスの内容との関連で利用者にとってどの範

囲まで自由に利用できるか、また利用に際し

てどのような技術的な制限を付すのかという

点も、今後の検討の視野に含めておく必要が

ある。

(3) 伝送と蓄積の差違の不明確性

　平成 9年 6月の著作権法改正によって、公衆

からの求めに応じて自動的に送信が行われる

状態でサーバへの蓄積が行われるものについて
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は「公衆送信権」が設定されることとなった。

コンピュータと通信が融合している現在、伝送

と蓄積の区別の関係について明確にしておくこ

とが必要である。なお、パスワード等を与えて

特定利用者のみに利用を限定しているサーバに

ついても、「公衆」に対する送信に当たると解

されることに留意する必要がある。

(4) インターネット・リソースの権利

　従来インターネットにおいては、サーバに

公開されている著作物は自由利用を基調とし、

権利主張を行わない例があり、ロボットによ

る自動収集、インデックス生成のための著作

物の一部の自動収集が行われているが、近年

は画面上で複製や商業的利用を禁止する旨の表

示を行っている例も増加している。また、現在

はインターネット上のリンク付けは自由に行わ

れているが（エチケットとしての通知は別とし

て）、許諾を得るべきであるとの意見もあり、今

後の議論の動向に注目することが必要である。

(5) 加工情報の著作権

　電子著作物のテキストや数値データ等をコ

ンピュータ・プログラムで処理し、たとえば

翻訳処理を行ったり、グラフ加工を行うよう

な場合についてのオリジナルの著作物と加工

された著作物との権利関係をどのように考え

るべきなのかについても明確にする必要があ

る。

4.3.3. 電子図書館と著作権に関わる内外の動き

　電子図書館は我が国のみならず、新たな情

報基盤として世界の多くの国々でプロジェク

トが実施されている。また、世界の図書館界

においても電子図書館での著作権の取扱いに

ついて検討されている。一方、出版界も図書

館とは別の立場で電子図書館と著作権につい

ての問題に関心を寄せており、図書館界、出

版界のそれぞれの国際団体が電子図書館にお

ける著作権の取扱いについて見解を公表して

いる。国際図書館連盟（IFLA）、国際出版連合

（IPA）、国際出版者著作権協議会（IPCC）等の

動向を簡潔に紹介する。

　国際図書館連盟は、1996年 8月に北京で開

催された第 62回総会において図書館の電子的

環境における著作権の取扱いに関して見解書

を公表している。同見解書では、電子形態の

著作について、図書館は著作権者と利用者を

結ぶ責任ある仲介者として、また社会のあら

ゆる分野における情報の流通を促進する上で、

印刷媒体の著作と同様に、対価や許諾なしに

利用、複製が簡便にできるように検討を行う

べきだとしている。

　この見解に対して、国際出版連合、国際出版

者著作権協議会は危倶の念を表明している。国

際出版者著作権協議会の見解書によれば、図書

館での無制限の文献の供給は不当に著者の著作

権を侵害するとしている。また、国際出版連合

は、1996年 4月にバルセロナで開催された第

25回大会において、ディジタル形式を含む全て

の形式の出版物は国の科学的・文化的活動の主

たる記録媒体であり、国立図書館に対する納本

がかかる活動と業績の保存を保障するものであ

ることを認識した上で、「国立図書館の閲覧室

は、納本された出版物を、オンラインかオフラ

インかを問わず…、無料で閲覧できる唯一の場

所として認められるべき」であるとしている。

　国際図書館連盟の見解にある、すべての著作

物の利用について対価なしということが適切か

どうか、また可能かどうか、一方、国際出版連

合、国際出版者著作権協議会の見解にある図書

館の役割と公共性についての評価が適切である

かどうかについて、両者の見解が隔たったもの

でもあり、電子図書館の推進のためには両者の

見解を調整する必要があるだろう。

　なお、1998年1月末に東京で開催された国際

出版連合第4回国際著作権シンポジュウムでは、

「ディジタル環境が著作物の創作者と利用者と

の間に新しく、より効果的に作用し合う関係を
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創り出すことを認識し」、…「電子的に蓄積さ

れた著作物は、ディジタル技術により、複製が

大幅に容易になるため、特に著作権侵害の危険

にさらされやすいことに留意して」…「WIPO

著作権条約の締約国に、条約に適合したディジ

タル利用のための効果的な著作権許諾システム

を支持するための法改正を行うことを要請す

る。」との決議を行っている。

4.4. 電子図書館推進のための新たなルールづ

くりに向けて

4.4.1. 新たなルールづくりの必要性

　電子図書館では膨大な文献を多数の利用者

に迅速に提供することが求められる。現行法

体系の下で電子図書館を推進することを想定

した場合に発生する膨大な著作権の許諾事務

については、実際に処理することが可能であ

るのかどうか、またその手続きを執ることが

高い視点から見た場合に公益にかなうものか

どうか検討する必要があろう。

　電子図書館を推進するために、文化的所産

の公正な利用と著作者等の権利保護をどのよ

うに扱うのかというのは、新たなルールづく

りという観点で考える必要がある。一方では、

電子図書館において膨大に発生する著作権処

理の困難性に照らして簡易なルールづくりが

求められること、また他方においてディジタ

ル形態の著作物の特徴を考慮し、通常の印刷

物の利用とは異なった取扱いについて配慮し、

不当に著作者等の権利を侵害しないための措

置にも配慮する必要があろう。電子図書館に

おいてディジタル形態の著作物を取り扱うに

当たって、図書館側のサービスにおいて、こ

れまでの図書館の「無料の原則」についても

一定の見直しを行い、サービスの制限や利用

者の負担（使用料・課金）も必要になる場合

があると考えられる。

　電子図書館はこれまで著作権法体系が想定

してきた著作物の利用とは別の、新しい環境

での著作物の利用形式であるため、従来にない

新たな視点からの取組み、ルール作りが求めら

れる。

(1) 許諾事務の膨大さ

　複数の権利者から構成される著作物につい

て図書館が電子化を行う場合に、また多くの

利用者に個々に電子的に提供を行う場合に、個

別に権利者の許諾を得ることは相当な困難が

想定できる。単行書のような単一の著作者に

よる単一の刊行物は数多い著作物の中ではむし

ろ例外的な存在である。多くの著作物は多数の

著作者等の権利の集合となっている。たとえば、

1タイトルの 1冊の雑誌のみを想定しても、そ

れを電子化するには、広告やコラムを含めて数

十人から百人以上の著作者の複製に関する許諾

を求める必要があることが予想される。週刊誌、

月刊誌においては、1年分でその数は数千人に

達することも想定される。また、著作権法が著

作者が創作した時点で自動的に著作権の発生す

る無方式主義を採用しているため、これらの著

作者の権利の所在の把握は極めて困難である。

さらに、利用者にネットワークを介して提供を

行う場合については、利用者の数だけの公衆送

信に関する著作者の許諾が必要である。

　現行法第 31条の規定は、図書館での複製に

ついて、図書館の公共性を考量し一定の条件

のもとに著作者の権利を制限することで、法

的に図書館が複製を行うことを保障し、権利

処理の煩雑さを回避させる効果を有している

ということもできる。

(2) 図書館サービスの公共性

　著作権は財産権の側面をもつものであるが、

著作物には同時に公共財の側面もある。図書

館が所蔵する膨大な著作物の中には著作権は

存在しているが、市場に流通せず、図書館以

外では入手できないものも多く含まれている

ことを考慮する必要がある。これら市場に流

通していない著作物についても、国民の情報
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アクセスを保障するため、利用に供することも

図書館の大きな役割である。

　なお、国立国会図書館が平成 9年に実施し

た調査では、著作権は存在しているが市場に

流通していない刊行後相当の年数が経過した

著作物については、ほとんどの著作権者が、印

刷物が図書館で利用されるのと同様に、電子

図書館で提供されることを承諾するという結

果が示されている。

4.4.2. 新たなルールづくりの手法

　現在、著作権審議会においてはマルチメディ

ア小委員会を設置し、ディジタル・コンテン

ツの権利をめぐって、将来における法改正を

想定し検討を行っている。電子図書館の推進

に当たっても、著作権審議会の動向に注目し

つつも、電子図書館を推進するための適切な

制度のあり方について図書館側の考え方を明

確にする必要がある。当然のことながら、法

律改正には関係者間の円滑なコンセンサスが

形成され、関係者間で納得のできるルールが

形成されうる見込みがあることが必要である。

また、著作権の国際的な性格から、ディジタ

ル著作物や電子図書館をめぐる著作権の国際

的な動向にも留意する必要がある。

　電子図書館の推進においても、著作者、出

版者、図書館界、図書館利用者など、関係者

との話合いによって適切なルールづくりをめ

ざすことが必要であり、今後、国立国会図書

館が継続して適切なルールづくりのための協

議の場の設定が必要である。

4.4.3. 新たなルールづくりに関する論点

　電子図書館を推進する観点に立てば、従来

のアナログ形態においては法で保障されてき

た複製について、電子情報流通環境で簡易に

実施できるようにするため、必要な法律改正

を行い、国民の文化財についてのアクセスの

機会を保障するための取組みを行うことが求

められる。もちろん、この制度的な解決を実

現するためには、関係団体と慎重に協議を重ね

ると同時に、広く権利書にその意義を理解して

もらうことが肝要である。

　以下に新たなルールづくりにおいて検討す

べき内容についての論点を明らかにする。

4.4.3.1. 所蔵資料の電子化

　先に述べた国際出版連合第 25回大会におい

て、国立図書館への納本がディジタルを含む

すべての形式の出版物の保存を保障するもので

あると大会決議がなされたように、国立図書館

は国の学術的・文化的な記録を保存し、文化財

として将来に伝える責任を負っている。国立国

会図書館は我が国の国立図書館として、国民の

文化財の蓄積と保存を目的として、すべての所

蔵資料について著作物の電子化を行うことを可

能にする方策を検討する必要がある。

4.4.3.2. 所蔵資料の属性に基づく論点

　図書館が所蔵する資料は電子図書館として

サービスを行うコンテンツとなりうるもので

あるが、それらの資料はその目的、利用方法、

著作権の点から見て、いくつかのカテゴリー

に分けることができ、それらのカテゴリーの

属性に応じて検討することも有益と思われる。

以下、電子図書館における著作権の点から見

た所蔵資料の属性及び想定可能な取扱い上の

論点について述べる。

(1) 著作権の消滅した著作物、著作権の対象

とならない著作物

　著作権の保護期間は原則的に著作者の死後

50年となっている。（無名・変名の著作物、団

体名義の著作物等は公表後 50年、また、著作

者隣接権も実演等が行われてから 50年。）こ

の保護期間を過ぎた著作物については人類共

有の文化財として広く一般に開放されること

となっている。その点からすると、原則とし

て著作者の死後 50年を経過した著作物につい

ては電子図書館では自由にこれらのコンテン

ツを提供することが可能であるはずである。ま
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た、法令や裁判所の判決等、著作権の対象とは

なっていない著作物についても同様である。

(2) 政府刊行物

　政府刊行物は国民に広く利用されることを

目的として刊行されるものである。また、国

立国会図書館は国立国会図書館法第 24条にお

いて国及び地方公共団体等の発行する出版物

の納入を定めているが、公用のため並びに国

際的交換の用に供するために、500部以上の発

行部数のときは 30部の納入を定めている。こ

れは政府の刊行物について国立国会図書館が

その提供のセンターの機能を果たすことを規

定したものであると考えられる。国立国会図

書館の政府情報提供に関する役割及び政府刊

行物の刊行の趣旨を考慮すると、政府刊行物

及び公的機関の刊行物については、国立国会

図書館が電子的に複製した出版物を、ネット

ワークを介して、利用者に対して提供、ダウ

ンロード、プリントアウトを行うことを認め

ることができるものとすることが望ましく、こ

のため関係政府機関等との合意形成を積極的

に進める必要がある。この点は国立国会図書

館館法の精神及び国立国会図書館が国権の代

表機関である国会に所属し、国会に対し、ま

た国民に対し広く政府の情報を公開する責任

を有する点からも導き出されるものである。

　ただし、政府刊行物であっても、出版を政

府の関係法人や民間機関に委託している場合、

独立採算を原則として出版している場合など

があることにも留意すべきである。

(3) 民間出版物等

　電子図書館は著作権の存在する出版物、著

作権のない出版物、政府刊行物、民間出版物、

図書、雑誌、電子出版物等、出版物の属性、発

行・流通経路等に関わりなく、広く国民の知

的財産に対するアクセスを保障するものであ

ることが望ましい。同時に、著作者の著作物

を創作した精神的労力に対して報酬を請求す

る権利や出版者の利益を不当に侵害しないもの

でなければならない。ことに民間出版物につい

ては、市場原理に留意し、電子図書館によって

通常の利用に悪影響を与えることのないよう配

慮する必要がある。

　しかし、一方では、著作権は存在していて

も、絶版その他により市場では入手困難な資

料が多く存在する。図書館はそれらについて

も国民の知的文化財として保存し、利用に供す

る必要がある。電子図書館ではそれらの資料に

ついて、適切なサービスを行うことが重要であ

る。

　そのため、国立国会図書館が電子図書館を

推進するための一つのアイデアとして、刊行

後一定年限を経過し入手困難となった図書等

の刊行物については著作者等の許諾権を前提

としつつも、事前の許諾は不要とし、電子的

に複製した著作物をネットワークを通じて、利

用者に対して提供、ダウンロード、プリント

アウトを行うことを認めることができるもの

とし、事後的に権利者からの差止めの申し出

がある場合は提供を中止するというようなルー

ルが形成できないかなど、簡便な権利処理方

法が構築できないか検討する必要があるもの

と思われる。ただし、この場合にも著作者等

に対して提供予定の著作物について周知させ

るための方策等を併せて講じることについて

も検討することが必要である。

　また、定期刊行物に関しては、次号がすで

に発行されており、通常の入手経路では入手

することができなくなった雑誌のバックナン

バーのようなケースについて同様の扱いを行

うことができるかどうか、検討する必要があ

る。

　なお、刊行後一定年限、入手困難となった

図書等（つまり市販されていない状態）の定

義及びバックナンバーの範囲の明確化につい

ては、今後さらに検討・協議を行う必要があ
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る。

(4) 市販の著作物に関するナビゲーション

　市販されている著作物（電子形態、印刷形

態を問わない）について、国立国会図書館は

書誌情報の提供、ロケーション・リンクによ

るナビゲーションを積極的に行うことで、利

用者の著作物へのアクセスは保障するが、ネッ

トワークを介した電子著作物自体の提供は行

わないということも選択肢として考えられる。

ただし、著作者及び出版者が希望する場合は、

国立国会図書館の電子図書館のサービスの一

つとして、著作者及び出版者の責任において

課金を行い、ネットワークを介した提供を可

能とすることについて協力することも考えら

れる。

4.4.3.3. 提供方法の差違に基づく論点

　電子図書館が著作物を提供するに当たって、

想定される提供方法とその取扱いについての

論点を述べる。

(1) 閲覧（ディスプレイ）

　図書館での印刷物の閲覧に相当する。この

場合、館内における閲覧については同一構内

での利用となるため著作権の問題は生じない

が、館外からのネットワークを介した閲覧に

ついては、図書館から利用者への送信につい

て公衆送信権等の問題が生じる。また、対価

については、従来、図書館での資料の閲覧に

ついては対価を徴収せずに行われてきた経緯

から、電子著作物の閲覧に限っては対価を徴

収しないということが考えられる。

(2) プリントアウト

　図書館での複製（コピー）サービスに相当

する。この場合、館内におけるプリントアウ

トと館外からのネットワークを介した利用者

によるプリントアウトの問題を分けて著作権

法上の取扱いを明確にする必要がある。

（4.1.6.2及び 4.1.6.3参照）。また、従来、図書

館での資料の複製については実費を徴収して

きた経緯から、電子著作物のプリントアウトに

ついて実費のみの徴収ということも考えられる

が、一方、実費の徴収ということではなく、プ

リントアウトにおいて、廉価であることが望ま

れるものの、著作権料を含めた料金を徴収する

のが適切であるとの考え方もありうる。

(3) ダウンロード

　これまでの図書館での利用にはなかった新た

な提供形態である。プリントアウトと比べ、ダ

ウンロードの場合には著作者等の利益に大きな

影響を与える可能性が高いことに留意しなけれ

ばならない。ディジタル情報の特色（複製物と

オリジナルとの同一性、複製、再送信又は編

集・加工の容易性等）を考慮した場合、著作者

等の許諾を得ることを原則として、市販著作物

については、対価を徴収することも含めて、適

切なルールづくりを行う必要がある。

(4) ナビゲーション

　案内は行うが、著作者、出版者等からの申

し出が特にある場合を除いて、著作物そのも

のの提供は行わないという場合である。この

場合は特に著作権の問題は生じないものと考

えられる。

4.4.3.4. 提供範囲の差違に基づく論点

　電子図書館が著作物を提供するに当たって、

想定される提供範囲とその取扱いについての

論点を述べる。

(1) 国立国会図書館内における一般利用者に

よる利用

　電子図書館サービスの利用において、閲覧、

プリントアウトについては現行と同様にでき

ないかという問題がある。ただし、プリント

アウトに係る対価の徴収については 4.4.3.3

(2)にあるような異論もある。市販著作物のダ

ウンロードについては対価を徴収することが

適切であると考えられる。

(2) 館外からの一般利用者による利用

　電子図書館サービスにおいて最も中心的な
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提供形態であり、新たなルールづくりが必要で

ある。この場合、市販の著作物については、提

供の許諾が得られない限り、閲覧、プリントア

ウト、ダウンロード・サービスを行わないか、

ナビゲーションのみに止める、あるいは契約に

基づく有料サービスとすることが考えられる。

(3) 国立国会図書館構成施設間における利用

　国立国会図書館を構成する施設間は有機的

に連携し、一体となったサービスを実施して

いる。国立国会図書館法に定められたその公

共性に鑑み、同一構内に準じた取扱いができ

ないかという問題がある。

(4) 国立国会図書館と公共図書館その他の図

書館との間の利用

　電子図書館へのアクセスにおいて、公平を

期するために、公共図書館等の国や地方公共

団体、公益法人の設置する図書館の館内にお

いては、国立国会図書館が電子化した著作物

をネットワークを通じて利用できるようにす

ることが望まれる。

　ただし、この場合、ディジタル化された著

作物は、いったんディジタル化されれば、ネッ

トワークを通じてすベての図書館で利用でき

るようになる点に十分留意する必要がある。

4.4.3.5. 対価の徴収に係る論点

　電子図書館が著作物を提供するに当たって、

想定される利用者からの対価の徴収方法とそ

の取扱いについての論点を述べる。

(1) 資料の電子化に関する対価の徴収

　電子図書館がサービスを提供するために行

う著作物の電子化には多額の費用を必要とす

るが、電子図書館推進の趣旨が国民の知的基

盤、民主主義の基盤、文化の発展の基盤であ

る等の公共的な役割であることに鑑み、著作

物の電子化に当たっての費用を利用の対価と

して利用者から徴収しないことが望まれる。

(2) 館内利用に係る対価の徴収

　従来の閲覧や複写と同様の取扱いが望まれ

る。ただし、市販著作物のダウンロードに関し

ては著作者等に与える影響に鑑み、適正な対価

の徴収が必要であると考えられる。

　ただし、図書館がこれまで果たしてきてい

る公共的な役割に鑑み、また諸外国において

一部に実施されているように、館内利用に関し

ては、市販著作物についての著作権料の支払い

を行うが、その費用は公共の資金によって負担

するのが適切であるとの意見も存在する。

(3) ネットワーク利用に伴う対価の徴収

　市販著作物のネットワーク利用に関しては

著作者等に与える影響に鑑み、ネットワーク

利用に対する適正な対価の徴収が必要である

と考えられる。

(4) 対価徴収に関する関連法令との調整

　公立図書館における対価徴収については、図

書館法第 17条において「入館料その他図書館

資料の利用に対するいかなる対価をも徴収し

てはならない。」と規定されており、電子図書

館の利用について公立図書館において対価を

徴収する場合、図書館法の規定との調整が必

要となる。

4.4.3.6. 権利処理の方法に関する論点

　電子図書館の推進に当たって想定される膨

大な権利処理の負担を軽減するため、4.4.3の

ここまでの各項に示した権利処理事務の省略

の他に、包括的な権利処理のあり方について

も検討するべきである。

(1) 団体への権利の集中化による許諾システ

ムの可能性

ディジタル形態での著作物等の複製及びそ

れらのネットワークを介した提供のための公

衆送信に係る権利処理について、文化庁が中

心となって調整している著作権者側の権利処

理体制の整備の進捗状況を踏まえつつ、かつ

権利情報提供機構の整備、著作権管理情報の

標準化等を含めた、簡便な権利処理ルールを

形成することにより、権利処理の煩雑さを大
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幅に軽減させることを目標として関係機関・団

体に働きかけることが考えられる。

(2) 権利処理の共同化

　上記(1)のような集中的権利処理機構が設立

されるまでの間、関係権利者等の共同的な権利

処理の一方策として特定の少数の団体に窓口に

なってもらい、包括的に権利を取りまとめ、使

用料を管理してもらうことも想定できる。この

場合も権利処理の対象者を大幅に少なくするこ

とで権利処理の煩雑さを軽減させることができ

る。

4.5. 今後の取組みについて

4.5.1. 図書館界全体の取組みにおける国立国

会図書館の役割

　これからの高度情報社会、ネットワーク社

会において、知識情報の基盤である電子図書

館の重要性についてはこれまで述べてきた通

りである。しかし、電子図書館はこれまでの

著作権法体系では想定してこなかった新しい

環境のもとに実施される新たな機構であり、複

数の権利が錯綜するため、新たなルールづく

りが求められる。

　国立国会図書館は国の中央図書館として全

国の図書館に対して協力、援助を行うことが

望ましい。その点からも電子図書館構想実現

のための新ルールづくりに向けて、国立国会

図書館が図書館界全体を視野に入れ、他の図

書館と連携しつつ、取り組むことが必要であ

る。

4.5.2. 関係権利者との協議の場の設置

　国立国会図書館は、新たなルールづくりの

ための協議の場を設けて、具体的に協議を行

う必要がある。著作権管理機関、著作者等の

団体等との連携を密にし、合意形成を図るこ

とが必要である。

5． 電子図書館システムの技術的課題

5.1. 利用者にとって使いやすいという観点

5.1.1. 情報源の網羅性、透過性、信頼性

　情報をディジタル化することによりネット

ワークを介した流通性が高まると、利用者は、

豊富な情報源にアクセスして並列横断的な検

索をすることが可能になる。より多くの情報を

収集することは、国立国会図書館に求められて

いる資料の網羅性という観点からも重要である。

そのために各図書館の電子化資料（二次情報を

含む）規格や情報通信手順の統一、あるいは相

互運用性の確保を情報通信基盤として整備する

必要がある。特に、標準化／相互運用性は図書

館内外の情報を同様の手順で操作可能にする透

過性を確保するために重要な課題となっている。

OPAC間の相互接続に用いられるZ39.50はその

一例である。なお、WWWのようにネットワー

ク上で出版される情報は、変化・消滅が激しい

ため、時間情報（タイム・スタンプ）付きの情

報として扱うことが必要になると考えられる。

また、情報源に対する信頼性の確保は重要な課

題であるが、そのために情報の格付けを行う必

要があるのか、また国の機関として情報の格付

けを行うことが適切かは議論の分かれるところ

である。外部情報の取込みに関しては、信頼性

の高い格付け機関との連携により情報源を選別

する等の仕組みを取り入れる必要があるかもし

れない。

5.1.2. 適切なナビゲーション

　膨大な情報空間の中で、適切に利用者を導

くためには、利用者の要求を的確に把握した

上でそれに応じた適切な情報を自動的に選択・

提示し、利用者の目的とする情報へと導くナ

ビゲーション技術が求められる。明確な目的

をもたず興味に任せて書架を行き来（ブラウ

ジング）するようなウィンドウ・ショッピン

グ形式の検索や、アクセス頻度など統計情報

を基にしたナビゲーションなどが考えられる。

ナビゲーションを実現するためには、情報

の組織化を行い、利用者が目的の情報へたど
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りつけるようにする必要がある。ここで重要な

ことは、利用者にとって、検索対象としている

情報空間がどのように組織化されていて、自分

は今どこにいるかを把握できるようになってい

ること、システムとの対話によりその情報空間

の中を目的の情報へどのように案内されている

かを理解できるようになっていることである。

メニュー検索を例にとれば、分類一覧により書

物全体の分類の仕方が分かり、ある分野を選択

するとさらに小分類一覧が現れるというシステ

ム操作により、目的とする情報へ絞り込んで行

くナビゲーション方式などがある。情報組織化

の方法については、多くの利用者に共通するよ

うな一般的な分類を用意するとともに、研究者

向けの高度な検索に対応できるようなインデッ

クスを付けるようなことも望まれる。

これまでにも、図書館は情報の組織化、分類

法、目録法、件名標目法などに長い間の伝統の

蓄積がある。これまでの図書館における資料組

織化法は必ずしもすべてがコンピュータによる

情報検索において適切に当てはまるものではな

いが、これまで培ってきた知見を適切に援用し、

使いやすいナビゲーション・システムを構築す

べきである。

5.1.3. 利用者インタフェース

　電子図書館にとって情報検索システムは必

須である。利用者にとっての使いやすさとは

必ずしもデザインの良さや高度な技術を要す

るものではない。むしろ、多様な利用者に対

して共通に理解できるよういかに簡明にする

かにその関心が払われるべきである。

　利用者向けのインタフェースとしては、主

として文字と分かりやすいアイコンによって、

年齢層も背景も異なるさまざまな利用者が直

感的に理解できるものが好ましい。ただし、児

童の本探しや電子図書館の入り口で迷ってい

る利用者のためには、いかにも図書館の中を

歩いているように見せる仮想現実技術を利用

することが効果的である場合もある。

　情報端末機器については、持ち歩きやすく、

表示面積が広く、さらにルビまでが明瞭に読み

取れる精細な画面をもつ端末を開発することが

望まれる。また、利用者にとって分かりやすく、

魅力のあるものにしていくために、対話性のあ

るものや親近感のもてるプレゼンテーション技

術も優れたインタフェース構築に必要になるか

もしれない。ただし、端末等のハードウェアの

開発は電子図書館固有の問題ではないため、利

用者にとってできるだけ標準的な環境を想定し

た上で、いかに魅力的で分かりやすい利用者向

けインタフェースを実現するかの方にむしろ重

点を置くべきであろう。

　操作性については、応答の早さが重要であ

り、外部情報アクセスのための広帯域ネット

ワーキング技術はもとより、端末機器の性能

などハードウェア、オペレーティング・シス

テムを含めた利用者インタフェースの基本性

能の向上が必要なことはいうまでもない。

(1) 操作方法

　操作方法としては、キーボードやマウスに

よる方法が一般的である。ただし、キーボー

ドに慣れていない利用者や身体に不自由のあ

る利用者のためにタッチ・パネル、音声入力、

三次元マウス等による操作方法も今後考慮す

べきであろう。このような分野では仮想空間

移動、画像処理技術を応用した手話認識等、さ

まざまなマルチメディア関連技術の採用・組

合せが考えられるが、今後の研究開発課題で

あり、利用者からのフィードバックを待って

徐々に優先順位の高いものから実現してゆく

必要があるものと考えられる。

キーワード入力の補助的機能としては、翻

訳機能による多言語対応、各種辞書機能（シ

ソーラス、略語、専門用語等）によるキーワー

ド想起支援があげられる。ただし、これらの

補助機能については、利用者が各自のパソコ



51

ンに独自に市販のアプリケーション・ソフトを

組み込むことで対処できる場合も多いため、基

本機能は簡潔にし、プラグイン・ソフトとして

用意し、必要な人にはダウンロードして利用で

きる機会を提供することが望ましい。

(2) 閲覧方法

　基本的には、通常のそれほど高機能なもの

でないパソコン等で資料を閲覧できることを

想定すべきであり、標準的なブラウザで必要

最低限の電子図書館機能が利用できるものと

考えるべきである。

　ただし、閲覧方法として、ズーム、フォン

ト変更、縦書き／横書き切替えなど、利用者

が見やすいように表示形式を変更できる機能

や、自動ページ捲り機能によるブラウジング

（内容早見）、目次・索引からのハイパーリン

クによる関連ページへのジャンプ機能があれ

ば閲覧は容易である。また、補助機能として、

翻訳機能による多言語対応、読上げ機能や点

字表示などのメディア変換も多様な利用者へ

の対応上有効である。そして、ディジタル化

された資料のダウンロード、紙への印刷など

高品質なデータ提供に関しては、特に、著作

権を保護できるような技術について検討する

必要がある。

(3) コンテンツ

　資料の性質に応じた閲覧ツールを準備する

ことも重要である。これらは電子図書館独自

に用意するというのではなく、コンテンツに

応じて、有効なプラグイン・ソフトを指示す

ることとなるだろう。例えば、書物について

はページ捲り形式の、巻物についてはスクロー

ル形式のビューワが適している。映像・音楽

などのマルチメディア・コンテンツについて

は、メディアに応じた再生ツールが必要であ

る。また、CD-ROMなどの資料については、

その再生手段も将来にわたって確保する必要

があり、上位互換性のある再生システムの開

発などの技術的課題がある。

　また、コンテンツに関連した重要な問題と

して文字コードの問題がある。日本語は漢字を

使用する言語であり、中国、韓国・北朝鮮を含

めて、東アジア文化圏では漢字を使用する文化

をもった国が多い。これらの漢字を統一的に取

り扱うための国際規格としてUnicodeがある。

しかし、それぞれ文化の異なる国の漢字を統一

的に扱うことの問題点が我が国をはじめ、これ

らの諸国から多く指摘されている。また、日本

語の漢字についても、旧字、異体字、俗字等を

どのように取り扱うかは、重要な課題である。

技術的課題というよりは、標準化の問題である

が、文字データと関わりの深い電子図書館に

とっては関心をもつべき課題であり、解決に向

けて努力すべきである。

5.1.4. 個人環境の構築

　電子図書館のコンテンツを時折り閲覧する

という利用者にはあまり必要ないかもしれな

いが、電子図書館を仮想的な書斎としたい利

用者にとっては、以下の機能が用意されてい

ると便利である。

　よく使う検索方式やオプションの設定など

を登録しておいて、容易に再利用できる仕組

みや、しおりを挟んで継続的に閲覧できる仕

組みは頻繁に利用される機能になるだろう。さ

らに、パソコン側でのブックマークの登録や

パーソナル・ライブラリ、注釈（メモ）貼付

け、特定のページを切り抜いて集めたスクラッ

プ・ブックなどと連携した、資料の編集およ

び保存までも可能な作業環境を用意すること

が、電子図書館ならではの機能として望まれ

る。また、個人の嗜好に応じたニュース配信

サービスのように、登録しておいた個人プロ

ファイルに従って、定期的に、検索エージェ

ントが自動検索を行い、新刊書やWWWサイ

トの情報をメールで通知するサービスなども

有効と思われる。
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　利用形態に関しても、来館のみでなく、利用

場所として、自宅、会社、移動中などが想定さ

れ、利用端末や利用目的等の違いに応じた環境

設定が登録でき、スムーズに切り替えることの

できる仕掛けが望まれる。

　なお、個人データについては、プライバシー

保護の観点から留意されるべき問題であり、セ

キュリティの保障が課題となる。また、別の

観点から見ると、個人的な注釈を他人に公表

したり、複数の利用者の間で情報を交換した

り、共同編集を行ったりする場をつくること

により、知的生産活動を支援する技術も将来

有用と考えられる。

5.1.5. 拡張性・自由度

インターネットの爆発的な普及の要因の一

つに、誰でも自由に新しい機能やサービスを

開発・提案し、その中で便利なものは自然に

広まるという文化がある。電子図書館の機能・

サービスについても、図書館側だけでなく、利

用者が自由に開発して他の利用者が利用でき

るようなインタフェースを用意することが望

ましい。また、コンテンツやプロトコルにつ

いても、電子図書館独自の規格を押し付ける

のではなく、既存のデファクト規格を採用す

るなど、拡張性や自由度を重視した方針をと

ることが望まれる。この場合、相互接続性を

保障するために、フォーマット変換等の技術

により異質性をカバーすることを検討する必

要がある。

5.2. 効果的な情報検素の観点

5.2.1. 現状の検索システムの問題点

　検索結果の評価によく用いられる指標とし

て、ノイズの少なさを表す適合率と検索漏れ

の少なさを表す再現率がある。一般にこの二

つの指標は表裏一体の関係にある。現在イン

ターネット上のサーチ・エンジンで用いられ

る全文検索の問題点は、文献中の自然語を対

象にするために検索結果に漏れとノイズが多

いことである。この対策としては、統制語句を

検索用に付与するか、異表記や関連語、曖昧語

まで検索語の範囲を広げることが考えられる。

前者は言葉を絞ることでノイズを減らすことが

できるが、目的情報を的確に表現する統制語が

ないと、検索洩れが生じる危険性がある。後者

は、検索語を増やすことで検索漏れを減らすこ

とができるが、関係の薄い情報も多く拾ってし

まう危険性がある。

　検索行為を情報学的に表現すると、利用者

の組織化した情報空間とシステムの組織化し

た情報空間のマッピング（対応関係を表現す

ること）を行い、利用者が自分の情報空間の

言葉で表現された目的情報をシステムの情報

空間内で見つけ出すことと言える。その実現

手段として、利用者とシステムのどちらが歩

み寄るかによって二つのアプローチが考えら

れる。一つは、利用者がシステムの組織化方

法をただちに理解し、その観点に合わせて検

索できるような分かりやすいシステムを構築

する方法で、先ほどの全文検索の例で言えば、

標準化された統制語の辞書等を準備すること

に当たる。もう一つは、利用者独自の情報の

とらえ方に合わせてシステムが情報を再組織

化（再評価）する方法であり、例で言えば、曖

昧語に関するシソーラスを用意し、利用者が

似ていると考える検索語を複数指定してもらっ

て検索することに当たる。

　効果的な検索システムとは、上記のような

検索の不完全さを認識しつつ、何度か検索を

繰り返すうちに目標とする情報に到達するま

での労力をできるだけ小さくするシステムで

ある。文中の語の意味的な重み付けを加味す

る評価機能を適用し、結果の順位付けを数量

化することで、対象とする情報空間と得られ

る情報の粒度を把握しやすくし、きめ細かい

検索を可能とするという方法も考えられる。

5.2.2. 情報組織化
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　膨大な情報の中から利用者が求める情報をう

まく選択できるように支援するためには、情報

を整理、組織化することが必要である。単純な

例としては、分類コードなど索引語の付与、複

雑な例としては、ある観点に基づいた資料間の

ハイパーリンクがあげられる。また、SGMLな

ど文書自体の構造（章・段落などの階層構造や

図表・注などの参照関係）記述も有用である。

一方、例えば人気ランキングや FAQ集のよう

に、利用動向による組織化の形態もある。

　従来から図書や雑誌に用いられてきた資料組

織化法と、インターネット情報のような更新頻

度が高く、不特定多数の情報の組織化とは観点

が異なることも認識する必要がある。人手によ

る作業を最小化した効率的な自動組織化方法に

ついて十分に検討を行う必要がある。

　情報の組織化については、新しい情報の追

加への対応や別の手法や観点からの再整理な

ど運用に伴う作業量も多く、ハード、ソフト、

運用体制を含めて技術的な検討を加える必要

がある。

5.2.3. 高度な検索

　高度な検索を支える基盤として、高速ネッ

トワーク、高機能端末、マルチメディア・デー

タベース技術などによるデータ操作・検索／

応答時間の向上は必須である。情報収集・組

織化に関しては、インデックス再構築などの

処理や、リアルタイムな辞書の整備の必要性

があげられる。さらに、ネットワーク経由で

多くの利用者が同時にアクセスしてくる状況

も想定されるので、十分な機器性能とネット

ワーク環境を確保しなければならない。以下

に、高度な検索手法をいくつか述べる。

(1) 利用者適応型検索

　検索技術は、利用者層やその利用目的に適

した方法やインタフェースにより提供される

ことが望ましい。そのために、簡単なヒアリ

ングにより利用者の機器操作習熟度や嗜好を

プロファイル化し、その情報を検索に役立てる

ことが考えられる。検索条件を与えておいて自

動的に必要なものだけを表示するフィルタリン

グ機能や、利用者の専門分野に特化した検索機

能、利用者に固有の観点・主観に基づく感性検

索などがこのタイプの高度検索手法としてあげ

られる。また、インタフェースを自分の使いや

すいようにカスタマイズするなどの環境設定機

能も重要である。利用者に適応してゆく手段と

して、利用者の利用履歴などから学習するシス

テムも考えられる。一方、利用者が自分の検索

要求を巧みに言語化できない場合があるので、

対話を繰り返しながら利用者の考え方を把握し、

検索要求を特定してゆくような機能も有効であ

る。

(2) マルチメディア検索

　画像や映像に対する類似画像検索、音楽に

対するメロディー検索などの、マルチメディ

ア情報に対する直接検索は、まだ研究段階で

はあるが、今後予想されるマルチメディア・コ

ンテンツの増大とともに必要性が増すと考え

られる。また、感覚的にとらえられるメディ

アの検索には、印象語を用いた感性検索も有

効であると思われる。何を比較の特徴量とす

るかという表現形式に関する検討が必要であ

る。

(3) 意味検索、概念検索

　連想検索や類似検索を包摂する検索方式で、

キーワードなど表層的なマッチングではなく、

コンテンツの意味内容に対する検索である。一

般的な主題検索や、判例などの事例検索がそ

の例としてあげられる。コンテンツの意味内

容の表現形式とその比較方法に関する検討が

必要である。

(4) 分散協調エージェント検索

　複数の電子図書館や出版者などの外部情報

源に対する横断的な検索である。特に、イン

ターネットに代表されるように時々刻々と変
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化していく情報を的確に把握するためには、広

域に分散している情報源に対してほぼ同時点の

検索を行うことが望まれる。そのためには、各

地域を担当する複数の検索エージェントが協調

して短時間に情報を集約する仕組みが必要とな

る。実用においては、まだ今後の研究開発に待

つ部分が多いが、この検索方式を効率よく実現

するには、各情報源のメタデータを共通化し、

基本検索機能のインタフェースを共通化するこ

とが求められる。これらは各情報提供者の運営

方法に関わる問題であり、検索サービス・レベ

ルでの相互運用性を保障するという緩やかな連

携方法も現実的なアプローチとして考慮すべき

である。

5.3. コンテンツ権利保護等の観点

5.3.1. 著作権管理・保護

　ディジタル情報は複製・流通が容易である

という性質をもつため、著作者の権利を保護

するためのシステムの開発が望まれる。具体

的には、著作者の情報やコンテンツの利用条

件などを管理し、二次利用に際して権利処理・

売買を代行する著作権管理の側面と、電子化

コンテンツのネットワーク流通を可能とする

ためのセキュリティ確保や不正コピー防止・摘

発などの著作権保護の側面がある。

(1) 著作権管理

コンテンツの著作権表示は、データ・ヘッ

ダ等に明記する方式や、電子署名や電子透か

しを利用して書き込むなどの方法がある。コ

ンテンツに著作権情報を持たせるのはデータ

量・情報処理量が増大するという問題もあり、

単に識別記号（ID）のみを付与して、詳細情

報は照会センターで管理する方式が現実的と

考えられる。権利処理については、著作者や

使用条件に関する情報をデータベース管理す

ることで、二次利用や権利の譲渡などが容易

になると考えられる。

(2) 著作権保護

　提供されたコンテンツの著作権保護を厳格に

実施していくのは困難な問題があるが、不正な

利用に対する心理的抑止効果や不正な利用が発

見された場合の証拠確保のために、電子透かし

技術や電子署名技術が有効となる。例えば、コ

ンテンツの利用時に利用者の ID情報を埋め込

むことで提供元を特定できる。このままでは

不正コピーを防ぐことはできないが、ネット

ワーク上を巡回しコンテンツの ID情報から不

正利用を摘発するような仕組みを併用すればか

なりの抑止力となると考えられる。また、コン

テンツ再生機構にハードウェア・プロテクトを

かけることにより、利用端末での不正コピー防

止や利用度に応じた課金を可能にする超流通技

術も有効である。

5.3.2. 課金・決済

コンテンツを得るために料金が必要な場合

は、電子的な料金決済を行う電子商取引技術

が適用可能である。セキュリティ管理、利用

者認証、契約の電子公証なども基本技術とし

て必要である。コンテンツを販売するのでは

なく、利用の度ごとに記録し、その具体的な

利用に応じて課金していくシステムも検討す

る必要がある。例えば、通常の複写のような

少額の課金に対しては、電子商取引における

マイクロペイメントのような低負荷／低コス

ト決済を可能とする技術が向いていると考え

られる。

　また、課金のために、コンテンツの利用者

と利用状況を監視する仕組みを導入するにあ

たっては、箸作者の権利保護もさることなが

ら、利用者のプライバシーを保護する必要が

ある。保護の観点には、意図せずに違法アク

セスしてしまうことを予防する仕組みも検討

する必要があると考えられる。

5.4. 電子図書館構築上の観点

5.4.1. 将来にわたる安定運用（アーキテク

チャ）
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　国立国会図書館は国の中央図書館であり、そ

の電子図書館は、公共的なサービスの提供や情

報の永久的な保存などの機能が必要とされるた

め、将来にわたって拡張可能で、安定的に運用

していけるシステムとしなければならない。そ

のため、システムのモジュール化によって随時

最新技術との入れ替えを容易にする技術や標準

技術の採用が望まれる。基本的には、マルチベ

ンダによる効率的な開発を可能にするような構

造が望ましい。また、他の図書館など外部情報

発信機関との連携を可能とするためのデータ形

式や情報通信の標準化や相互運用性を確保でき

るようなアーキテクチャを検討すべきである。

また、既存の業務システムや他の図書館との連

携も考慮すべきである。

5.4.2. 一次コンテンツの収集・長期保存

　今後は出版界においても出版物の電子化が

進むとともに電子納本が可能になると考えら

れるが、既存の紙媒体資料の電子化作業が大

きな課題である。入力のためには、スキャナ、

カメラ等の光学機器を用いるが、ページ捲り、

取込み位置合わせや解像度の調整などをでき

るだけ自動化する支援装置が必要である。

　一方、情報を網羅的に収集する際の大きな

課題として、WWWに代表されるようなネッ

トワーク上で出版される情報の収集・保存が

ある。これらの情報は紙媒体と異なり、変化

や消滅が激しく、ハイパーメディアとしての

特質であるリンク先の情報を何段先まで保存

したらよいのか曖昧なところがある。また、外

部情報に関しては、情報源に対する信頼性の

確保が重要である。

　保存に関しては、画像などデータの大容量

化ヘの対処を考慮するとともに、さまざまな

フォーマットが並存する電子的なコンテンツ

をどのように統一的に蓄積し、索引を作成す

るかという課題がある。また、ネットワーク

上で出版される情報については、タイム・ス

タンプ付きのデータとして扱わざるを得ず、そ

のようなある時点のスナップショットの積み

重ねとして情報のバージョン管理まで行う必

要が出てくると考えられる。さらに、古い

フォーマットで作られたファイルを後になっ

ても利用できるように再生システムと併せて

保存するか、コンテンツを上位互換性のある

フォーマットに変換して保存し直すなどの作

業が必要となる。保存システムのアーキテク

チャも、利用者のアクセス分散や定期的なバッ

クアップ体制、他の情報提供機関との連携を

考慮した分散構成とするなどの検討が必要で

ある。

5.4.3. メタデータの作成

メタデータの作成・蓄積は情報アクセスの

ために必須の作業である。OCRを利用した自

動キーワード抽出や、典型的な書物の構造を

利用して目次や索引からページへのリンクを

貼るなど、メタデータの自動作成技術、作成

支援技術が求められる。

　また、外部機関とのメタデータ共有や作成

分担を可能にするためには、標準化や相互変

換技術が必要である。さらに、情報の組織化

は個人や団体独自の観点による意味付けを与

えるものもあるため、出所を付けて提供する

ような仕組みも将来必要になると考えられる。

6. あとがき

　本報告書では、歴史的な流れの中で図書館

が担ってきた社会的・文化的な役割について

述べ、電子図書館が要請される背景やその役

割を我が国の情報基盤の核として位置づけて

検討した。また、電子図書館サービスの具体

像とその実現に際してどのような課題が存在

するのか、技術的及び制度的な側面からの検

討を加えた。

　そして、これらの検討により、日本の中心

的情報蓄積・発信拠点として、我が国の社会、



56

政治、文化を支える情報基盤となるべく、国立

国会図書館が電子図書館構築に取り組む意義と

必要性を明らかにしてきたつもりである。今、

国立国会図書館は、2000年に国際子ども図書館

を、2002年には「関西館」の開館を予定してい

るが、東京本館と一体となって、21世紀の情報

の総合的基盤として、国立国会図書館が「電子

図書館」を構築することは、国家的にも大きな

意味をもつ。著作権の問題、技術の問題等解決

すべき課題は多々あるが、多くの人々にその役

割と意義について認識していただき、すべての

人にとって、また我が国にとって価値のある電

子図書館の構築が進められるべきである。

　20世紀後半に急速に発達した情報処理技術は

社会のあらゆる局面を変革しつつあるが、図書

館の姿も大きく変えようとしている。コン

ピュータは 20世紀中頃に誕生したが、当初の

弾道計算のような数値計算を行う機械から、文

字の処理へ、さらにはマルチメディア情報を

含む大量の情報を取り扱うことのできる、個

人のコミュニケーション機器へと進化を遂げ

てきた。また、情報通信の世界においても、文

字、音、動画を含むさまざまな情報をディジ

タルで一元的に送信することのできる大容量

の統合ディジタル通信を実現しつつある。さ

らに、情報の記録媒体で言えば、半導体記録

媒体、磁気記録媒体、光学的記録媒体、いず

れをとっても、膨大な情報を極めて小さなス

ペースに格納することができるようになった。

これらの技術的進展が電子図書館の成立を可

能にしている。21世紀初頭には、本で表現す

ると、何十万から何百万冊に相当する情報が

それほど大きくない一つの部屋に収まる程度

にコンパクトに電子的に蓄積することが可能

になる。

　これまで情報社会、知識社会と言われてき

た社会は、情報を入れる器、情報を輸送する

道を準備してきたということができる。電子図

書館が知識・情報の基盤となることで、本来の

情報社会、知識社会が実現する。本報告書はそ

のような新しい知識・情報の基盤を構築するた

めに、電子図書館の可能性とそれを実現するた

めの制度的、技術的課題を明らかにしてきた。

　国立国会図書館は我が国の中央図書館として、

また、世界に向けて我が国を代表する図書館と

して活動を行ってきた。国立の中央図書館とし

ては、印刷物を中心にさまざまな記録を網羅的

に収集し、国民の文化財として保存し、提供し

てきた。これらの活動は、情報の形態がアナロ

グから、ディジタルになっても引き継がれるべ

きである。また、国際化がますます進展するこ

れからの社会にあって、我が国を代表する図書

館として、広く世界に情報を提供してゆくべき

である。

　国立国会図書館の電子図書館の構築は、さ

まざまな分野で、学問の、文化の、また技術

の新たな時代を切り開くものである。これか

らの情報社会の発展に向けた新しい情報基盤

となることを強く期待するものである。
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